
第13回新型インフルエンザ専門家会議

平成22年 11月 29日 (月 )14:00～ 16:00

経済産業省別館1028号会議室 (10階 )

議 事 次 第

1 開会

2議 題

(1)今年度に製造口備蓄するプレパンデミックワクチンについて

(2)新型インフルエンザ対策行動計画の見直しに対する意見に

ついて

(3)その他

3閉 会



○ 配付資料

(資料 1)今年度に製造・備蓄するプレパンデミックワクチンの

ワクチン株の選定にういて

(資料2)新型インフルエンザ専門家会議における行動計画見直し

の検討

(資料3)新型インフルエンザ(A/Hl Nl)対策総括会議の提言と

行動計画への反映に関する意見 (案 )

(資料4)新型インフルエンザ専門家会議委員の見直し意見を反映

させた場‐合の行動計画のイメージ(案)(反映版 )

(資料5)新型インフルエンザ専門家会議委員の見直し意見を反映

させた場合の行動計画のイメージ(案)(見え消し版 )



新型インフルエンザ専門家会議設置要綱

1.目 的

近年、東南アジア等において、高病原性鳥インフルエンザがヒトに感染 し、死亡例が

報告 され、昨今では、ヨーロッパで高病原性鳥インフルエンザの発生が報告されるなど、
その拡大が見られる状況であり、突然変異によるヒトからヒトヘ感染する新型インフル
エンザの発生の危険性が高まっている。

このため、WHO世 界インフルエンザ事前対策計画 (平成 17年 5月 )に準じて、迅速か
つ確実な対策を講ずるものとし、政府においては、「新型インフルエンザ対策行動計画」
を平成 17年 11月 に策定したところである。

.     今後、新型インフルエンザ行動計画に基づく対策に関する専門的技術的事項について
・   調査審議するため、新型インフルエンザ専門家会議 (以 下「会議」という。)を設置する。

2.会議の所掌事務
(1) 新型インフルエンザ出現時の専門的技術的事項 (サーベイランス、予防と封 じ込

め、医療、情報提供 。共有その他の専門の事項)について調査審議すること。
(2) その他新型インフルエンザ出現時の対策について意見を述べること。

3.組織
(1) 会議は、新型インフルエンザ対策推進本部幹事会・幹事長である健康局長の下に

設置 し、委員をもって組織する。
会議に、特別の事項を調査検討させるため必要があるときは、臨時委員を置くこ

とができる。
(2) 委員及び臨時委員は、新型インフルエンザに関し学識経験のある者のうちから、

健康局長が委嘱する。
(3) 会議に議長を置き、健康局長が選任する。議長は、会議を代表 し、会務を統括す

る。議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名する委員が、その職務を代理
する。

(4) 健康局長は、新型インフル平ンザに係る個別の分野について検討を深めるため、
会議の下に、作業班を設置する。

作業班の構成員は、委員及び臨時委員のうちから、健康局長が指名する。

4.委員の任期等
(1) 委員の任期は、 2年 とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。
1   (2) 委員は、再任されることができる。

(3) 臨時委員は、その者の委嘱にかかる当該特別の事項に関する調査検討が終了した
‐      、ときは、角牢任 されるものとする。

5。 その他

(1) 会議は、厚生労働省健康局長が議題に関連する委員を招集 し、開催する。
(2) 会議の庶務は、大臣官房厚生科学課の協力を得て、健康局結核感染症課において

処理する。
(3)こ の要綱に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、

別途定めることとする。

附則
この要綱は、平成 17年 12月 27日 より施行する。
この要綱の一部改正は、平成 18年 4月 20日 より施行する。
この要綱の一部改正は、平成 22年 9月 15日 より施行する。



新型イ ンフルエ ンザ専門家会議 運営規程

新型インフルエンザ専門家会議設置要綱の「5。 (3)」 の規定に基づき、本規程を

定める。

1 新型インフルエンザ専門家会議 (以下 「会議」とい う。)に議長を置き、健康局

長が選任する。議長は、会議を代表 し、会務を統括する。議長に事故があるときは、

あらか じめ議長の指名する委員が、その職務を代理する。

2 議事は、出席 した委員の過半数をもつて決 し、可否同数の 時は、議長の決すると

ころによる。

附  則

この規程は、平成 18年 4月 20日 より施行する。



今年度に製造・備蓄するプレパンデミックワクチンの

ワクチン株の選定について

平成22年 10月 8日 (金 )

新型インフルエンザ専門家会議ワクチン作業班決定

1.製造・備蓄するワクチン株

今年度の製造株は、基本的にベトナム株とする。ただし、増殖性等による製造

効率の観点から、併せてインドネシア株による製造を行い、約1000万人分の備蓄

を行う。

2.製造・備蓄するワクチン株の特徴

(1)ベ トナム株

ロベトナムにおいて、高病原性鳥インフルエンザH5Nlは未だに発生している。

口日本における臨床研究の結果、免疫原性、安全性及び交又反応性が一定程度

確認されている。

日平成18年度に製造を行つており、製造効率は低いことが確認されている。

(2)インドネシア株

甲インドネシアにおいて、高病原性鳥インフルエンザH5Nlは未だに発生している。

・日本における臨床研究の結果、免疫原性及び安全性が一定程度確認されてい

る(交叉反応性は、現在確認中)。

・平成18年度に製造を行つており、製造効率は高いことが確認されている。

参考 :これまでの備蓄の経緯

備蓄ワクチン株 備蓄量

平成18年度 ベトナム株/インドネシア株 約 1000万 人分

平成19年度 アンフィー株 約 1000万 人分

平成20年度 チンハイ株 約1000万 人分

平成 21年度
新型インフルエンザHlNlワ クチンの製造のために有精卵を活用

したため備蓄せず。

※平成18年度に備蓄したワクチンについては有効期限(注)が既に経過しており、平成19年度に備蓄したワク

チンも本年11月 より順次有効期限切れを迎えることとなり、追加の備蓄を行わない場合、平成22年度末

の備蓄状況は約1000万 人分となる。

(注 )ワ クチン原液の有効期限については、3年と考え備蓄を進めているところ。



新型インフルエンザ専門家会
における行動計画見直しの検討

◆背景ロロ的 :

「新型インフルエンザ (A/HlNl)対 策総括会議報告書」(平成22年

6月 )における提言等を踏まえ、新型インフルエンザ対策の実効性

を高め、更なる対策の推進を図るため、行動計画の見直しを行う。

◆体市1:

専門家会議の下に4つの作業班を設置し、担当分野ごとに検討

を行つて見直し意見案を作成する。専門家会議では、作業班での

検討結果等を踏まえ、見直し意見を取りまとめる。

口 公衆衛生対策作業班 :サーベイランス 感染拡大抑制 (国内、入国者対策(仮称))

、ロ ワクチン作業班

口 医療体制作業班

口 広報・リスクコミュニケーション作業班               1

職
討

<医療体制作業班>
第1回  :10月 4日 (月 )17-19時
第2回  :10月 29日 (金)17-19時
第3回  :11月 8日 (月 )15-17時

<広報ロリスクコミュニケーション作業班>
第1回  :10月 1日 (金)15-17時
第2回  :11月 2日 (火 )13-15時

2

各作業班における検討経緯

<公衆衛生対策作業班>
第1回  :10月 13日 (水)13-15時
第2回  :10月 25日 (月 )10-12時
第3回  :11月 1日 (月 )10-12時
第4回  :11月 11日 (木)17-19時

<ワクチン作業班>
第1回  :10月 8日 (金)17-19時
第2回  :10月 18日 (月 )10-12時
第3回  :11月 10日 (水)17時半-19時半

第4回  :11月 17日 (水)17-19時
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基本的考え方 2基本的考え方

対策推進のための役割分
十日

3対策推進のための役割分担

行動計画の各段階の概要

行 動 _―I面の キ 専 6』 日 4行 動 計 画 の キ 悪 711E日

実施体制と情報収集 ① :実施体制!

サーベイランス ② :サーベイランス・情報収集

③ :予防。まん延防止 ③ :コ ミュニケーション

④ :医 療 ④ :感染拡大抑制

⑤ 情報提供・共有 ⑤ :医療

⑥ :社 会・経済機能の維
:本キ

⑥ :ワ クチン

② :社会・経済機能の維持

5行 動計画 における発 牛段階

各 論

満段 階 未 発 牛 期 D前 段 階 未 発 生 期
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騰 階 海外辛 牛 411

事二 段 階 国 内 孝 往 早 期 2第 二 段 階 国 内 発 牛 早 期

第二段階 感染拡大期 /ま ん延
期 /同行 期

3第二段階 国内発生期

第四 段 階 ′卜慶 期 4第 四 段 階 4ヽ 慶 期

別!・in 新型インフルエンザ発生時等に

おける対処要領

〕l添 新型インフルエンザ発生時等に

おける対処要領

`詩
中 子 中 ヽ

色 イ
｀
ノつ ル エ

｀/ザヘ の 樹 庶

参考
孝辱■■

調語解説 円語解説

行動計画の構成の変更

・ 総論と各論の区分を廃止

・ 「 I はじめに」「Ⅱ インフ

ルエンザとは」を追加

0行動計画の主要項目を6項
目から7項 目に整理

・ 現行の「行動計画の各段階

の概要」と「各論」の記載を

統合し、「各段階における対

策」に再編

・ 鳥インフルエンザに関する

記述は別添として整理

総論的事項 (1)
現行行動計画は、鳥由来のH5Nl亜型の病原性の高い新型インフルエンザ発生を

想定した内容となっているが、昨年の経験を踏まえて、ウイルスの病原性・感染力

等に応じた柔軟な対策を迅速・合理的な意思決定システムに基づいて実施するこ

とができるよう、以下のように見直す。

1.行動計画 の対象の明確 化

○ 行動計画が対象とする新型インフルエンザは、発生したウイル
スによって、病原性・感染力等は様々な場合が想定される

%貪 要
ルエンザ及び新型イン刀レエン切珊 する基本的事項

→ 新型インフルエンザは基本的にはインフルエンザ共通の
特徴を保有すると想定丁

口初期症状 (発熱、咳等)は非特異的であり、他の疾患と見分けることは難しい
・症状のない潜伏期間中や不顕性感染であつても、他の人への感染力あり
出主な感染経路は飛沫感染と接触感染

3



総論的事項 (2)

2.行動計画の運用の弾力化

○ 対象となる新型インフルエンザの多様性を踏まえ、対策も多様

○ 病原性や感染力等が高い場合にも対応できるよう行動計画には

強力な措置を記載するが、ウイルスの特徴 (病原性や感染力等)

に関する情報が得られ次第、その程度に応じた適切な対策へと切

り替え

○ 実施する対策の決定に当たつては以下を総合的に勘案

・対策の有効性
・対策の実行可能性
・患者等の人権への配慮
・対策そのものが社会・経済活動に与える影響

5

総論的事項 (3)

3.意思決 定システムの明確 化

○ 政府対策本部、厚生労働省対策本部、専門家諮問委員会
といつた政府の意思決定に関わる組織を整理

※今後、具体的な初動対処を定めた行動計画別添「新型インフルエンザ発生時等に    ・

おける対処要領」を見直し

○ 対策の現場の状況を把握し、迅速で適切な意志決定を行う
ためには、サニベイランス・l情報1又集が重要

6



重要事項
(複数省庁に係る事項等)

政府の実施体制 (発生D_

厚労省に係る事
への専門的意見

ll穣揮に係る事項等)

8
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総論的事項 (4)

4.地域の状況に応じた対策の必要性

○ 国は対策の全般的な方針を示すが、地域における状況は

様々であり、地方自治体においては、地域レベルでの医療提

供体制確保、感染拡大抑制等に関して、地域の状況に応じて

判断を行い対策を推進         ■□目四罰麺■

○ 国レベルでの発生段階に加えて、地域 (都道府県)レベルで

の発生段階を新たに設茸
・地域未発生期

・地域発生早期

・地域発生期

現行行動計画

方針 :`__擁賞書重メ…́:

9
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国
内
の
患
者
数

黎

前段階

未発生期

第一段階  第二段階

海外発生期 国内発生早期

第二段階

国内発生期

早期   |(感染拡大～まん延

第四段階

小康期

再燃期

国内のいずれかの都道府県において

患者の接触歴が疫学調査で追えなく

なった時点が目安

海外での新型

インフルエンザ
の発生

各都道府県において患者の接

触歴が疫学調査で追えなく
なつた時点が目安

地域での発生状況は

様々であり、
`

・地域未発生期から地域
発生早期
・地域発生早期から地域
発生期

の移行は、都道府県を
単位として判断

サーベイランス・「晴幸長J又集
現行行動計画では、新型インフルエンザ発生時に、特別なサーベイランスを立ち上げること

になつているが、昨年新たに導入したサーベイランスが現場に過大な負担をかけたことを踏

まえ、以下のように見直す。

1.平時からのサーベイランス体制確立 四目■日回0■M目■鷹孤瓢

○ 通常のインフルエンザ及び新型インフルエンザに対応するため、平時より、以
~F

の事項についてサーベイランスを実施
・全国的な流行状況 。重症者及び死亡者の発生動向

・ウイルスの亜型や薬剤耐性  ・学校等における発生状況

2.迅速な縮小・中止の判断
○ 新型インフルエンザ発生時に特別に実施又は強化する以下のサーベイランスについ

ては、必要性の低下した時点 (患者数が増加し臨床口疫学的情報が蓄積した時点)玉k
迅速に縮小・中止

・新型インフルエンザ患者の全数把握   ・新型インフルエンザ入院患者の全数把握

・学校等における集団発生の把握 .

3.国際的な情報収集 E調査研究の推進

○ 対策の実施・評価に必要なデータを入手するため、国際的な情報収集や調査研究を

積極的に実施
・海外の情報については、国際機関を中心とした各種ネットワークや在外公館を活用

・未発生期より調査研究を推進、発生時には診断・治療等に関する調査研究を速やかに実施
12
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コミュ_ケーンヨン
現行行動計画での「情報提供・共有」に関する記述について、対策を推進する上でのコミュニ

ケーションの重要性、特に、対策の現場との情報共有や継続的かつ一元的な情報提供、国
民への普及啓発の必要性を踏まえ、以下のように見直す。

1.情報共有の重要性の強調
○ 対策の現場である地方自治体や関係機関との双方向の情報共有が重要

○ リアルタイムでの直接的コミュニケーション手段としてのインターネット活用を検討

2.情報提供体制の具体化
○ 一元的な情報提供を行うための組織体制を構築 (広報担当官を中心としたチームの

設置等 )

○ 提供する情報の内容に応じた適切な者が情報を発信

○ 複数の媒体を使用するが、媒体の中でもマスメディアの重要性に留意

○ 発信した情報がどのように受け止められたかに関するフィードバックを更なる情報提
供に活用

3.情報提供の内容の明確化
○ 対策決定のプロセス、対策の理 由、実施主体を明確にし、分かりやすく情報提供

○ 国民に向けて発信するメッセTジとしては以下が重要
・新型インフルエンザには誰もが感染する可能性があること
・感染したことについて、患者やその関係者には原則として責任はないこと

・個人レベルでの対策が全体の対策推進に大きく寄与すること

感染拡大抑制 (国内)

現行行動計画では、第二段階 (国内発生早期 )と第三段階 (国 内発生期)の感染拡大抑制策
は同様の記述となっているが、感染拡大の進行につれ、地域全体での強い感染拡大抑制策
の効果が低下することや、必要となる対策が変化していくことを踏まえ、以下のように見直す。
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1.目 的の明確化
○ 感染拡大は不可避であることを踏まえ、
発生段階に応じた対策を実施

○ 対策の主な目的は、発生段階によつて変化
・第二段階 (国 内発生早期)→ 感染拡大の抑制が主
・第二段階 (国内発生期) → 被害の軽減が主

第二段階   第二段階

国内発生早期 国内発生期

主な目的

発生段階

２
．
。

対策の実施時期の明確化
目的・段階によつて実施すべき主な対策を切り替え

【感
染
拡
大
抑
制
策
】

※地域発生期においては、感染拡大の状況に応じ、

感染拡大抑制策から、被害の軽減のための医療体制
確保等に対策を順次切り替え

◎患者や濃厚接触者を特定して

の個人対策 (患者の入院勧告
濃厚接触者の外出自粛・健康
観察 )

◎地域全体での学校等の臨時
休業、集会の自粛などの積
的感染拡大抑制策

◎地域全体での学校等の臨時
休業、集会の自粛などの積
極的感染拡大抑制策 ◆必要に応じ、各学校等の臨

時休業、集会の自粛など

※対策の切り替え時期は、これらを目安に、地域の状況に応じて判断することとなる。



入国者対策 (仮称)(1)

現行行動計画では、検疫の強化等の「水際対策」の記載が多く、その実施期間も第二段階 (国内

発生期)までと長く設定されているが、検疫の有効性に限界があることを踏まえ、以下のように見

直す。

1.入国者対策 (仮称 )の位置づけの明確化

○ ウイルスの国内侵入を完璧に防ぐという誤解を与えないよう、「水際対策」は「入国者

対策 (仮称 )」 に変更

○ 検疫等により、国内発生をできるだけ遅らせる

・発生早期は病原性等が不明・不確かなため、強力な措置をとる場合がある

・検疫の強化を行つても、ある程度の確率で感染者は入国し得るため、第一段階(海外発生期)

から、国内での患者発生に備えてサーベイランス・医療体制等を整備

○ 入国者対策 (仮称 )と国内における感染拡大抑制策とを組み合わせた一連の流れを

もつた戦略

・検疫所と地方自治体等との連携を強化(点から面へ)

入国者対策 (仮称)(2)

2.機動的な縮小

○ ウイルスの特徴 (病原性や感染力等)や発生状況等に関する情報を踏まえ、発生

段階の途中であつても、合理性が認められなくなった場合には措置を変更

○ 第二段階 (国内発生早期)において、国内の検査・診療体制等の整備状況も踏ま

えつつ、原則、措置を縮小
。「感染したおそれの高い者]については停留から健康監視に切り替え

・停留の実施に伴う海空港の集約化は中止

※具体的な対策の変更や中止の判断の目安・時期等についてはガィドラインレベルで記載

○ 第二段階 (国 内発生期)において、通常の検疫体制に戻す

・
７
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※病原性・感染力が高い・不明等のため、強力な措置をとる場合を示しており、全ての措置を実施することを意味するものではない。

疑い例  フェーズ4      国内患者 接触歴が疫学調査で

追えなくなつた患者の発生海外発生  宣言

第1段階 : |‐

海外発生期

第3段階に

順次縮小

外来体制、検査体制等が整う
留継続の場合あり

埜
↓

現
行
行
動
計
画

見
直
し
意
見

（案
）

警曇‐彗摯育?|,軍‐ヽ《纏厚基底者の健康監寝

金雰籠紗す↑‐?甲彎

医療体制
現行行動計画では、第3段階まん延期になつてから全医療機関での対応に切り替えること
となっているが、昨年の新型インフルエンザ(A/HlNl)対 応の際、第2段階 (国 内発生早期)

において「発熱外来」に患者が集中して機能しなかつたことを踏まえ、以下のように見直す。

1.外来診療の役割分担の明確化
○ 「発熱外来」は「帰国者・接触者外来 (仮称)」 に変更し、発熱だけではなく、渡航歴等
により対象患者を絞り込む

○ 帰国者・接触者以外の患者は一般医療機関*で対応
・「帰国者・接触者外来」以外の医療機関においても、新型インフルエンザの患者を診療する可能性がある

2.段階にしばられない弾力的な運用
○ 地域の状況に応じた弾力的な運用を基本とし、地域発生期に移行した場合のほか、

都道府県の判断により必要が生じた際には、一般医療機関*での対応に切り替える

*一般医療機関 :内科・小児科等、通常インフルエンザの診療を行う全ての医療機関

19

海空港の集約化■|■‐li

第3段階には

通常の検疫体制へ

通常の検疫体制
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(第2段階 〔国内発生早期)。 第 a解 り ぅち
~~~~=~~~~~― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

、

|■ o―商|=療1繭きい1新詢|ヽ碓澪年1鶏が,■|「||■||

|

|

黎帽

新型インフル患

者が見つかつた

9:鍬彗爾聴繁

メ

都道府県の判断によつ是
(入院措置を早期に終71

した重症度に応じた対だ
となった地域もある) 1

感染症指定
医療機関

帰宅
(自 宅療養、

症状により
再受診 )

′
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町確弊1義:逢■|1藁

蒙屹藍食J競11計|111黎

△
５
ア
電
話

コールセンター

IIIIII

③落義二入院機能
■1地域01実 1情に応じ,C入院勧告を●■L

帰宅
(自 宅療養、
症状により
再受診)

受診調整

絋 た

患者を紹介

・不安への相談対応
・一般医療機関の受診指示

*一般医療機関
内科・4ヽ児科等、通常インフルエ

ンザの診療を行う全ての医療機

関で、院内感染対策を行つた上で
対応。

臨床症状や検査キットによることとし、
全ての疑い患者にPCR検査は行わない
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輩黎軍写難磐ξttΥ :壻肇警難康翻鵠
|

断方法

臨床症状

検査キット

(症状により再受診 )

一
般
医
療
機
関

*一般医療機関

内科・小児科等、通常インフルエ

ンザの診療を行う全ての医療機

関で、院内感染対策を行つた上
で対応。

全医療機関対応であ
る旨を周知

※患者の入院による感染

拡大抑制は望めないため、
入院勧告は中止。

ワクチン(1)
現行行動計画の、ワクチンの接種体制や事前に決定しておくべき事項に関する記載について、全国民

に対し速やかにワクチンを接種可能な体制構築や発生時の迅速な意思決定・対応が肝要であることを

踏まえ、以下のように見直す。

○ 全国民分のワクチンを速やかに確保するため、細胞培養法など新 しいワクチン製造法

などの研究・開発や鶏卵によるパンデミックワクチンの生産能 力の向上を図りつつ、全

国民分 のワクチンを国内で速やかに確保することが可能となるまでは、輸入 ワクチンに

ついても検討

○ ワクチンの円滑な流通体制を構築

○ 公費で集 団的な接種を行うことを基本 とした接種体制を構築

・接種の枠組:法的位置づけ、接種の実施主体、集団的な接種の実施基準 等

・接種の具体的実施方法:接種に携わる医療従事者等の確保、接種場所の選定、接種の周知・予約方法 等

・接種順位:新型インフルエンザ発生時の状況を想定して基本的考え方を策定

※具体的な内容については、ガイドラインレベルで記載

○ ワクチンに関する基本的な情報について情報提供を推進

1.事前準備の推進
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ワクチン(2)

2.発生時の迅速な対応

○ 発生時にワクチン関連の対策を速やかに決定できるよう、決定事項及びその決

定方法等を可能な限り事前に定めておく

○ 新型インフルエンザウイルスの特徴 (病原性や感染力等)を踏まえ、接種の法的

位置づlt等について決定

○ 事前に策定した考え方に基づき、重症化しやすい者等の発生した新型インフル    .
エンザに関する情報を踏まえ、優先接種対象者を決定

○ 事前に構築した供給・流通体制や接種体制に基づきt迅速に対応

○ ワクチンの種類、有効性・安全性、接種対象者、接種体制といつた具体的事項

について情報提供

25



資料3
新型インフルエンザ (A/HlNl)対策総括会議の提言と

行動計画への反映に関する意見 (案 )

【I はじめに】(Pl)
【V-2基 本的考え方】(Pll)
○新型インフルエンザの病原性・感染力等については様々な場合
想定されることを記載。
○行動計画の記載から、実施すべき対策を選択して実施することを記
載。
O病原性・感染力等に関する情報が限られている場合には、これらが

高い場合を想定した強力な対策を実施することを記載。

※対策の実施・縮小・中止等を決定する際の判断の方法はガイドライ
ンに記載予定。(Pll)

可 いわゆる水際作戦・学校閉鎖等、感染症拡大防止対策の
効果の限界と実行可能性を考慮し、感染力だけでなく致死率等

べ圭である。ただし、流行の初

主ことに留意が必要である。こう
した観点に立ち、今後新たに新型インフルエンザが発生した際
に、速やかに、かつ、円滑に行動できるよう、行動計画やガイド
ラインについて、現行をベースとして見直す必要がある。

【V-4 行動計画の主要7項 目/①実施体制】(P1516)
○政府の意思決定に関わる組織を整理し記載。

【V-4行 動計画の主要7項 目/③コミュニケーション】(P18)
地域における対策の現場である地方自治体等とは、迅速な情報の

共有に努め、情報提供の際には緊密な連携を図ることを記載。

※対策の実施・縮小・中止等を決定する際の判断の方法 (決定プロセ
ス等)はガイドラインに記載予定。(Pll)

=意
志決定システ

2 迅速かつ的確に状況を分析、判断し、決断していく必要が
あることから、国における意思決定プロセスと責任主体を明確化
立登とともに、医療現場や地方自治体などの現場の実情や専門

ンにすることも重要である。
り議論の過程を

【V-2基 本的考え方】(P10)
○新型インフルエンザの発生前から実施体制構築や人材育成、訓

、普及啓発等により周到な事前準備を進めることを記載。
【Ⅵ-0未 発生期/①実施体制】(P29)
○地方自治体との連携を図るため、平時からの情報交換や連携体制
の確認、訓練を実施することを記載。

※対策の実施‐縮小・中止等を決定する際の判断の方法 (決定プロセ
ス等)はガイドラインに記載予定。(Pll)

地方自治体も含め、関係者が多岐にわたることから、

ね益などの準備を進めることが必要である。また、パフリックコメ
ントなどを通じて広く国民の意見を聴きながら、事前に決めてお

主くとともに、‖諄 ハイパζルル辛,I「 肺 方 が″
「

※厚生労働省において、これらの指摘を踏まえた対応を検討予定。
り、このため、厚生労働省のみならず、国立感染症研究所 (感

染症情報センターやインフルエンザウイルス研究センターを
こ)や、検疫所などの機関、地方自治体の保健所や地方衛生研
所を含めた感染症対策に関わる危機管理を車門に担う
人員体制の大幅な強化、人材の育成を進めるとともに、

てヽは、米国CDC(疾 病予防管
理センター)を始め各国の感染症を担当する機関を参考にして、

べ主である。なお、

※法の見直しの必要性の有無については、行動計画の改定と併せ
て、政府において検討。

5 対策の実効性を確保するため、感染症対策全般のあり
(感染症の類型、医療機関のあり方など)について、国際保健規
則や地方自治体、関係学会等の意見も踏まえながら、必要に応
じて感染症法や予防接種法の見直しを行う等、各種対策の法的
根拠の明確化を図る。



ランス

-4行動計画の主要7項 目/②サーベイランス・情報収集】(P17)
○サーベイランスの考え方・目的・運用時期を記載。
【Ⅵ-0未発生期/②サーベイランス・情報収集】(P31)
○重症/死亡者サーベイランスは平時から運用することを記載。

○クラスターサーベイランスは実施せず、学校の体業等を調査するこ

とを記載。

躊 鶉 縦 酪9煙艦 財 晶 止する
ことを記載。

ランス・クラス

イランス】

〕ス皇早哲ケ5責分L与仝栗ンラ5受ビζま専落T2お二

※ NESID及 びiNESIDの システムの一元化については平成23年度予算

要求中。
※ 新型インフルエンザ(A/Hl Nl)の サーベイランスの更なる分析につ

いて、国立感染症研究所で実施予定。

【サーベイランスの一元化及び体制の強化】
2 厚生労働省及び国立感染症研究所によるサーベイラン

や、サーベイランス結果の情報開示の
一 ベ イ ラ ン ス 方 法 や 体 制 、 特 に

-0未 発生期/②サーベイランス・

○ウイルスの亜型や薬剤耐性の調査を行うことを記載。
【Ⅵ-0未発生期/⑤医療】(P35)

府県等に対し、地方衛生研究所における新型インフルエンザに

対するPCR検査を実施する体制の整備を要請し支援することを記載。

病原体サーベイランスについて、感染症法に基づく省令等における

制度的な位置づけを検討。

※病原体サーベイランスの強化を目的として、地方衛生研究所の検査

技術の養成訓練を実施。

3 各国のサーベイランスの仕組みを参考にしつつ、地方
自治体の意見も聞きながら、国立感染症研究所、保健所、

地方衛生研究所も含めた
強化すべきである。とりわけ、
合めた検査体制などについて強化するとともに、

研究所の法的位置づけについて検討が必要である。

4「まえ、サーベィランス担当者について、その養成訓練
の充実を図るべきである。



1症例定義については、臨床診断の症例定義とサーベイラ
ンスの症例定義を明確に分けるべきである。また、サーベ
イランスの庁伽1宇義についてlt、 地方衛牛研究所や俣偉所

Ⅵ -2国 内発生早期/②サーベイランス・情報収集】(

患者数が増加した段階では患者・入院患者の全数把握は中止する
ことを記載。
【Ⅵ-2国内発生早期/⑤医療】(P5556)
都道府県が必要と判断した場合にPCR検査を行うこととし、患者数

が増加した段階では、重症者等に限定することを記載。
※症例定義の定め方については、ガイドラインの改定時に検討。

Ⅵ -2国 内発生早期/②サーベイランス・

者数が増加した段階では患者・入院患者の全数把握は中止する

【Ⅵ-2国内発生早期/⑤医療】(P5556)
道府県が必要と判断した場合にPCR検査を行うこととし、患者数

が増加した段階では、重症者等に限定することを記載。

サニ ベイランスの切 り替え
2 都道府県や医療機関等に混乱を来たさないよう、病原
の強さや感染状況に応 じてサーベイランス方法を迅速か

つ適切に切 り替えることが必要である。

・リスクコミュニケーション

1 発生前の段階から、外務省や在外公館などとも連携し、
外情報を含めた

【V-4行 動計画の主要 7項 目/②サーベイランス・情報収集
(P17-18)

主要 7項 目/②サ ーベイランス・

OWHOを中心としたサニベイランスネットワークや在外公館等、国内
は地方自治体や医療機関等とのネットワーク構築により、必要な情
迅速に入手することを記載。
VI-0未発生期/③コミュニケーション】(P32)
○情報を集約して分かりやすく継続的に提供する体tllを構築(広報
当官を中心としたチームの設置)することを記載。

V-4行 動計画の主要7項 目/③コミュニケーション】(P18)
)発生段階に応じて対策決定のプロセス、対策の理由、実施主体

明確にしながら、できる限り迅速に分かりやすい情報提供を行うこと
記載。
○地域における対策の現場である地方自治体や関係機関等とは、
な情報の共有に努め、情報提供の際には緊密な連携を図ることを

2 新型インフルエンザ発生等の危機管理においては、国民ヘ

の迅速かつ正確な情報提供が極めて重要である。一方で、全 |

で斉―的に提供すべき情報については、地域毎に異なる対応

r-4行動計画の主要7項目/③コミュニケーション】(P1819)
地域における対策の現場である地方自治体や医療機関等とは、

速な情報の共有に努め、情報提供の際には緊密な連携を図ること
記載。

発生段階に応じて対策決定のプロセス、対策の理由、実施主体
確にしながら、できる限り迅速に分かりやすい情報提供を行うこと

発信した情報に対する情報の受け取り手の反応などを分析し、次
報提供に活かしていくことを記載。

3 国のみならず、保健所、市町村保健センター、本庁も含め
た地方の行政機関の現場、各医療機関を含めた医療現場、こう

ような仕組みを検討すべきである。

こ、関係者の研修、教育 、対話の充

V-4行 動計画の主要7項 目/②サーベイランス・情諏収集】(Pl
)情報を公表する際には個人情報保護に十分留意することを記載。
V-4行 動計画の主要7項目/③コミュニケーション】(P18)-4行動計画の主要7項目/③コミュニケーション】(P18)

報提供に当たつては、患者等の人権に配慮することを記載。

-6-



/130コミュニケーション】(P32)

○可能な限り担当者間のホットラインを設け、緊急に情報を提供す

腑 肴馴拿総 項目/③コミュ手ヶ丁シヨ刀00
○情報を集約して一元的に発信する体制を構築し、コミュニケーシヨン

担当者が適時適切に情報を共有するための方策について検討するこ

墨猫牌馨撃駆嚢緊髪羅轟鶉繋
性や注目度の高い事例が発生した時に

「
そ、貝1当 該自冶摯

共肴と情報発信に向けた緊密な連携が重要であり、その

ミュニケーション】(P

○情報が届きにくい人にもなるべく伝わるよう、複数の媒体を用いて、
理解しやすい内容での情報提供を行うことを記載。
【Ⅵ-0未発生期/③コミュニケーション】(P32)

体(テレビや新聞等のマスメディア活用を基本とするが、情報の受

け取り手に応じ、利用可能な媒体・機関を活用する)等について検討を
行うことを記載。

について、地方自治体とも連携しながら検討すべ

【Ⅵ-0未発生期/③コミュニケーション】(P32)
○インターネット等を活用したリアルタイムかつ直接的な方法での双方
向の情報共有のあり方を検討することを記載。

【Ⅵ-0未発生期/③コミュニケーシヨン】(P32)
○国民からの相談に応じるため、国のコールセンター設置の準備を
めることを記載。

8 国民の不安、間含せに対應できるよつ、国 |こ おい (モ

提供・相談等の対応ができるシステムな検討すべきである。
、問合せに対応で

ミュニケーション】(P19)

○提供する情報の内容に応じた適切な者が情報を発信することを記

理繭閣厩駆穏尋

`毀

〕手ラタあ;「:宗察l物1堪ぁ
こと、新型インフルエンザには誰もが感染する可能性があること(感

こことについて患者や関係者には原則として責任はないこと)を記
載。
○発生段階に応じて対策決定のプロセス、対策の理由、実施主体を
明確にしながら、分かりやすい情報提供を行うことを記載。

1 パンデミック時に、分かつてい1 パンデミック時に、分かつている情報を国民に対して

るとともに、車任のスポークスパーソンを設けることによ|

に当たつては、その目的に照らし合わせて、1正

な情報を、きめ細かく頻繁に、具体的に発信するように工夫

すべきである。その際、一般国民や企業、事業主の方が求める
な々質問についても把握し、Q&Aなどを作成・発信していくベ

きである。特に、

た、国民に的確な情報提供を行うため、

ともに、情報の混乱を避けるため、

正確な意見集約や広報に努めるべきである。なお、∠

【V i4行動計画の主要7項 目/③コミュニケーション】(P18)
○発生段階に応じて対策決定のプロセス、対策の理由、実施主体
明確にしながら、できる限り迅速に分かりやすい情報提供を行うこと

記載。
電票た2鷲ぷ禦輻

連のQ&Aなどを作成するようにすべきである。

ニケーション】(P18)

○新型インフルエンザの発生前は、継続的な情報提供により、注意
喚起し、基本的な情報、発生した場合の対策等に関し周知を図るこ

を記載。

カミ沈静化している時期にこそ、新型インフルエン
性の周知・広報に力を入れて取り組むべきである。



I はじめに】(P2)【 V-2
○情報が得られ次第、適切な対策へと切り替えを行うことを記載。

【Ⅵ-1海 外発生期/④感染拡大抑制】(P44)
○情報収集の進展や状況の変化等により、合理性が認められなくなつ

た場合には、措置を変更することを記載。

1 国は、ウイルスの病原性や症状の特徴、国胚
状況、諸外国における水際対策の情報等を踏まえ、

V-4行 動計画の主要7項 目/②サーベイランス・情報収集】(Pl

○国内だけなく国外も含めた情報収集・評価の重要性について記載。
【Ⅵ-1 海外発生期/②サーベイランス・情報収集】(P41)
○海外から情報収集を行うことについて記載。海外発生期には、疫

情報や治療法に関する情報について収集することを記載。

こ可能となるよう、

○情報が得られ次第、適切な対策へと切り替えを行うことを記載。

【Ⅵ-1海 外発生期/④感染拡大抑制】(P44)
○情報収集の進展や状況の変化等により、合理性が認められなくなつ

た場合には、措置を変更することを記載。
【Ⅵ-3国 内発生期/④感染拡大抑制】(P62)
○国内発生期には、通常の検疫体制とすることを記載。

※健康監視の中止の基準や、健康監視の対象者については、ガイドラ

インの改定時に検討。

1 はじめに】(P2)【 V-2基 本的考え方】(Pll

けでなく致死率等健康へのインパクト等を考慮しつつ、

3 入国者の健康監視については、検疫の効果や保健所の対
応能力等も踏まえて効果的・効率的に実施できるよう、感染力だ

V-4行 動計画の主要 7項 目/④感染拡大抑制】(P20
○国内発生をできるだけ遅らせるための対策であることを記載。

インフルエンザの特性からある程度の確率で感染者は入国じ得るこ

【V-4行 動計画の主要7項 目/④感染拡大抑制】(P20)ほ か
O「 入国者対策」の用語を用いることとし、より具体的な対策には「

疫」や「在外邦人支援」等の用語を使用。

4 水際対策の効果については、検疫により感染拡大時期を遅
らせる意義はあるとする意見はあるが、その有効性を証明する

科学的根拠は明らかでないので、更に知見を収集することが必

要である。また、専門家などからの意見収集の機会を設けるベ

資機材の準備や、関係機関の連携強化を行うことを記載。

※新型インフルエンザ以外の感染症対策については、本行動計画に

記載せず、検疫所において適切に実施。

-10-



２獅ツケ
が出ないよ 、また業務対応の効率性

曰 ど

`探

f明潔覧纂晟聾懸:豊異強化を行うことを記載。

※ガイドラインの改定時に検討。

Ⅵ -2国 内発生早期/④感染拡大抑制】(P54

地域発生早期には、地域全体で積極的な感染拡大抑制策をとるこ

VI-3国 内発生期/④感染拡大抑制】(P61)
)地域発生期のうち、流行が小規模な段階においては、地域全体で

積極的な感染拡大抑制策をとるが、流行が拡大した際には、地域全

体での学校の臨時休業などの強い感染拡大抑制策の緩和を検討する

麟署潅拿B抱躁 お裸黎躍褒轟
し、情報を公開しなが

巧
~国

内発生早期/④感染拡大抑制】(P54)
【Ⅵ-3国内発生期/④感染拡大抑制】(P61)
○都道府県等に対しt学校の臨時休業や集会の自粛要請等の感染
拡大抑制策の実施に資する目安を示すことを記載。

病原性に応じた学校等の休業要請等について
上で、地方白治体がその流行状況に

Ⅵ ―o未 発生期/⑦社会・経済機能の維持】(P38-39

○業務の継続のための重要業務への重点化についての計画の策

を要請することや、事業継続計画の策定の支援を行うことを記載。

【V-4行 動計画の主要7項 目/③コミュニケーション】(P18)
0対策の理由を明確にしながら分かりやすい情報提供を行うことを

載。

「

軍穫奪あ臨蒔休業や、事業自粛、集会やイベント

には、感染者の保護者や が欠勤を余儀なくされ

の社会的。経済的影響が伴うため、国はそれらを勘案し、対策

の是非や事業者による
べきである。また、実施に際しては社会的・

響iこついて理解が得られるように更なる周知が主要で

※ガイドラインの改定時に検討。に籍騒祠 懲]ぼ
ワークシスiム在豊築立杢豊である。



※ガイドラインの改定時に検討。
1 学校等の臨時休業の運用方法については、
携した休業要請の実施と、理解を得るための広報
る。

※ガイドラインの改定時に検討。
2 休業中の学校等の生徒等が、学校等の休業の意味や、休
業中の行動について理解しなければ、休業の効果がなくなること
から、こうしたことについて、一層の周知が必要である。また、発
病者の自宅待機期間や就業可能時期の判断などについて、臨
床情報も踏まえながら、国が一定の考え方を示すべきである。

させて検査キットを用いた治癒証明書の取得を求めるなど、医
学的には必要性に乏しい事Ollがみられたことから、正確な情報

り迅速に行うべきである。

【Ⅵ-2国内発生早期/③コミュニケーション】(P53)
【Ⅵ-3国内発生期/③コミュニケーション】(P60)
○個人一人ひとりがとるべき行動を理解しやすいよう、情報を適切に

提供することを記載。

※治癒証明書の取得を求めるべきでないことの記載については、ガイ

ドラインの改定時に検討。

-13-

3野辮 鐵 採蜀墨融 鶉 譜 謬 詳 鱗岩
う」ことを言己載。

※医療提供体制の詳細はガイドラインの改定時に検討。
※財政支援等は今後の予算要求等で検討予定。

とし、対象者・機能等を記載。

-4行動計画の主要7項 目/⑤医療】(P21)【Ⅵ-0未発生期/
塁療】(P33)【 Ⅵ―¬ 海外発生期/⑤医療】(P46-47)

「帰国者・接触者相談センター」「帰国者・接触者外来」を設置するこ

【Ⅵ-2国内発生早期/⑤医療】(P55)【Ⅵ-3国内発生期/⑤医

羹雪餞階の移行によらず、必要に応じて一般医療機関での外来診

体制に移行できることを記載。

※広報や周知の方法等についてはガイドラインの改定時に検討。

糧能調簿硫義ねらな磁 澪こ為ご昴16J襴
に応じて一般に誤解を与えない名称とすべきこと、③ その機能
や役害1などについて、広報や周知を徹底することが必要である
ことに、特に留意する。

○新型インフルエンザ対策に携わる医療従事者や専門家、行政官等
の養成等を支援することを記載。



「都道府県等iビ対顔 発生時に診療に従事する医療従事者の身分

保障も含め、あらかじめ地域医療体制の整備に係る具体的な対応を

討しておくよう要請するJことを記載。

○保健所を中心として、地域医師会等と連携して医療体制の整備を推

進することを記載。

5 医療機関間及ひ子T政との連携杯刊賀
~

Ⅵ-1海 外発生期/⑤医療】(P47)
○抗インフルエンザウイルス薬の備蓄を予防投薬に活用することを新
た に 記 載 。

※備蓄や使用方法について、ガイドラインの改定時に検討。

-15-

延期」に当たるかなどについて的確に判断し、入院措軍中ヰや

発熱外来の役割の切り替えを円滑に行えるよう、

」に当たるか :ま

O「地域発生早期J「 地域発生期」等の考え方を分かりやすく記載。

※具体的な助言の仕組みなどはガイドラインの改定時に検討。

(P21)【Ⅵ―¬ 海外

療】(P47)【 Ⅵ-2国内発生早期/⑤医療】(P56)【 Ⅵ-3国
内発生期/⑤医療】(P63)
O新型インフルエンザの診断・治療に資する情報等を、医療機関及び
療従事者に迅速に提供することを記載。

-16-



ン

チン】(P37)【 Ⅵ-1海 外発生期/⑥ワ

○細胞培養法など新しいワクチン製造法や、経鼻粘膜ワクチン等の

与方法等の研究・開発を促進するとともに、生産ラインの整備を推

することを記載。
○細胞培養法などの新しい製造法が開発され、全国民分のパンデミッ

クワクチンを国内で確保することが可能となるまで、輸入ワクチンの確

保も検討することを記載。

※今後、ガイドラインを策定予定。

1-0未発生期/⑤ワクチン】(P37)

鋪鋪習鏑露ξ恣 、鶴潔櫨教爵署

○市町村が、接種に携わる医療従事者等や、接種の場所、接種の周

知・予約方法等、接種の具体的な実施方法について策定することと、

国・都道府県が技術的支援を行うことを記載。

※具体的な仕組みはガイドライン策定時に検討。

クチン】(P37)

1 国家の安全保障という観点からも、可及的速やかに

員分のワクチンを確保するため、ワクチン製造業者を支援し、細
抱培養ヮ2チンや経鼻ヮ2チン左どの開発の推進産丘襲

べきである。併せて、輸入ワクチ
ンについても、危機管理の観点から複数の海外メーカーと連携
しつつ、ワクチンを確保する方策の一つとして検討していくべき

2 ワクチンの接種体制の確保の
のため、今回の新型インフルエンザ対策の経験を踏まえ、現場
の意見を聞きながら、新型インフルエンザ対策行動計画に基づく

22二≧撮種二盟立るガイ並 ∠ンを呈皇 l_策定立五△主でお
生 その際、実施主体、費用負担のあり方、集団接種などについ

3 ワクチン接種について、医師会等の関係機関と相談、調整
のもと、新たな感染症の発生や既知の感染症の病原性の変化
等に応じ、集団接種で実施することも考慮しつつ、あらかじめ、

4 ワクチンに
に、ワクチン以タ

【Ⅵ-1 海外発生期/⑥ワクチン】(P49)
○副反応情報の迅速な収集・分析及び評価を行うことを記載。

※具体的な仕組みはガイドライン策定時に検討。

※政府内における意志決定のプロセスについては、別途「新型イン

ルエンザ発生時等における初動対処要領」に定める予定。

【V-4行 動計画の主要7項 目/①実施体制】(P1516)
○政府の実施体制を図示。

その議事録等をできる限り速やかに公表すべきで

/⑥ワクチン】(P37-
○新型インフルエンザ発生後の状況を想定した上で、状況に応じた′

ンデミックワクチンの接種順位を決定する際の基本的な考え方を策ア

することを記載。
【Ⅵ-1 海外発生期/⑥ワクチン】(P49)

17i;:;:潔遮馘 、
イ
熙 為 露告堆難

種対象者を決定することを記載。

※運用については、ガイドライン策定時に検討。

ら国が決定するが、

O全国民分のパンデミックワクチンを円滑に流通できる体制を構築す

ることを言己載。
VI-1海外発生期/⑥ワクチン】(P48)
)円滑に接種の実施主体に供給されるよう調整することを記載。

具体的な体制については、ガイドライン策定時に検討。
※新型インフルエンザ (A/Hl Nl)ワ クチン在庫の返品については、
こ対応済み。

の新型インフリレエン ン供給については、実

である。

は、返品も含めた在庫問題の解決に向けて、早急に最大限努力
すべきである。)

可能性のある接種体制のあり方の議論も踏まえるとともに、各
地の事例を参考にし、国、都道府県をはじめ関係者が連携して



新型インフルエンザ専門家会議委員の

見直し意見を反映させた場合の

行動計画のイメージ (案 )

【反映版】

※注 行動計画の見直しは、最終的には閣僚級会合において決定するもので

あり、専門家会議の意見の全てが反映されるものではない。
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l はじめに

本行動1計1画
1●1国の新1型イ|ンフ,|■ンザ対策全体|の■本1的|な1方針1及び1枠組|を‐
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を具体にするた●●I口,1●対1策

|1議純け tヽは,||||||■|イユ
`■

ド|||1義載
す|こ1白11おいてはt●動計画1友
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,,,I"|
●基葉‐|“1先 1機1開■誉め:|IⅢⅢⅢ体とな|||た1隷1組■1推

1爆
1111対策を実1置す|る||

具体的な対策の現場となる地方自治体においては、行動計画等を参考に、地域

の実情に応じた計画を策定することが求められる。また、事業者、個人におい

ても、新型インフルエンザ発生時に適切に対応するため、行動計画等を踏まえ、

事前の準備を進めることが望まれる。

新型インフルエンザは、毎年流行を繰 り返す通常のインフルエンザとは異な

り、ほとんどの人がウイルスに対する免疫を持つていないため、急速かつ大規

模なまん延を引き起こし、世界的大流行 (パ ンデミック)と なるおそれがある。

新型インフルエンザの発生を阻止することは不可能であり、発生時期を正確

に予知することも困難である。また、発生した場合には、交通手段の発達 した

現代では、非常に短期間で世界的大流行となる可能性が高いことを踏まえると

発生前の現段階から対策を推進する必要がある。
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‖ インフルエンザとは

○インフルエンザ              '
インフルエンザウイルスを病原体とする人の感染症で、主に発熱:咳 、全

身倦怠感・筋肉痛などの症状を引き起こす。これらの症状は非特異的なもの

であり、他の呼吸器感染症等と見分けることが難 しい。また、軽症の場合も

あれば、重症化して肺炎、脳炎等を引き起こす場合もあり、その臨床像は多

様である。

インフルエンザウイルスに感染してから症状が出るまでの期間 (潜伏期間)

は、通常のインフルエンザであれば ¬～ 5日 である。インフルエンザウイル

スに感染しても症状を弓|き 起こさず、インフルエンザという感染症を発症し

ないこともある (不顕性感染 )。

インフルエンザウイルスの主な感染経路は、飛沫感染と接触感染であり、

潜伏期間中や不顕性感染で、感染した人に症状がなくても、他の人への感染

はあり得る。

○新型インフルエンザ

新たに人から人に感染する能力を有することとなつたインフルエンザウ

イルスを病原体とするインフルエンザをいう。毎年流行を繰 り返す通常のイ

ンフルエンザとは異なり、ほとんどの人が新型インフルエンザのウイルスに

対する免疫を持つていないためtウ イルスが人から人へ効率よく感染し、急

速かつ大規模なまん延を引き起こし、世界的大流行 (バ ンデミック)と なる

おそれがある。

本行動計画における「新型インフルエンザ」は、「感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療に関する法律」 (平成 10年法律第 114号)(以下「感

染症法」という。)に基づく新型インフルエンザ等感染症
1を

指すものとし、

かつて世界的規模で流行したインフルエンザであつてその後流行すること

なく長期間が経過したものが再興 した「再興型インフルエンザ」を含むもの

とする。

1感
染症法において、新型インフルエンザ及び再興型インフルエンザは新型インフルエ

ンザ等感染症とされている

-2‐ 3‐
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O鳥 インフルエンザ (H5Nl)

鳥に対 して感染性を示す H5Nl亜型のインフルエンザウイルスを病原体

とする人の感染症
2で

、近年東南アジアを中心にアジア、中東、アフリカで症

例が報告されている (2003年 11月 ～2010年 10月 発症者数 507名 、死亡

者数 302名 )。 現時点では鳥から人べの感染や人から人への感染は、濃厚に

接触 した場合に限られているが、鳥インフルエンザ (H5Nl)のウイルスが

人から人へ効率よく感染する能力を獲得 し、強い病原性を示す新型インフル

エンザウイルスに変異 した場合には、甚大な健康被害ど深刻な社会・経済活

動への影響をもたらすことが懸念
書
れている。

Oイ ンフルエンザ (HlNl)2009
2009年 (平成 21年 )4月 にメキシコで確認され世界的大流行となつた

HlNl亜型のインフルエンザをいう。

(H5Nl)は 二類感染症とされている

‐4‐
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:II 背景

新型インフルエンザは、およそ lo年から40年 の周期で発生している。20

世紀では、1918年 (大正 7年 )に発生 したスペインインフルエンザの大流行

が最大で、世界中で約 4千万人が死亡 したと推定されており、我が国でも約

39万 人が死亡したとされている。また、1957年 (昭和 32年 )にはアジアイ

ンフルエンザ、1968年 (昭和 43年 )に は香港インフルエンザがそれぞれ発生

しており、医療提供機能の低下をはじめ、社会機能や経済活動における様々な

混乱が記録されている。

近年、東南アジアなどを中心に鳥の間で高病原性の鳥インフルエンザ (H5Nl)

が流行 しており、このインフルエンザウイルスが人に感染し、死亡する例も報

告されている。このような鳥インフルエンザ (H5Nl)のウイルスが変異する

ことにより、人から人へ効率よく感染する能力を獲得 して強い病原性を示す新

型インフルエンザが発生することが懸念されている。

このため、我が国では、2005年 (平成 17年 )12月 、新型インフルエンザ

対策を迅速かつ確実に講じるため、「WHo Gbbalinluenza Preparedness Plan

(世界保健機関世界インフルエンザ事前対策計画)3」 に準 じて、「新型インフ

ルエンザ対策行動計画」を策定した。

その後、科学的知見の蓄積を踏まえ、数次にわたり部分的な改定を行つてき

た。2008年 (平 成 20年 )4月 、第 169回 国会において、「感染症の予防及び

感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律 (平

成20年 法律第30号 )」 が成立し、新型インフルエンザ対策の強化が図られた
ことを受け、2009年 (平成21年 )2月 、行動計画等の抜本的な改定を行つた。

32009年
に2005年の文書に替わるものとして「A WHO Guidance Document Pandemに

inluenza Preparedness and RespOnse(wHOガイダンス文書 :バ ンデミックインフル
エンザ事前対策及び対応)」 が発行されている

2感
染症法において、鳥インフエンザ

‐5‐
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新型インフルエンザの流行規模は、病原体側の要因 (出現 した新型インフル

エンザウイルスの病原性や感染力等)や宿主側の要因 (人の免疫の状態、社会

環境等)な ど多くの要素に左右されるものであり、様々な場合が想定されるが、

本行動計画では、一つの例として以下の推計を用いた。

・ 罹患率については、全人口の 25%が新型インフルエンザに罹患すると想定

した
4。

さらに、米国疾病予防管理センター (centers for Dに ease Control and

PreVent On)に より示された推計モデル5を
用いて、医療機関を受診する患者数

は、約 1,300万 人～約 2,500万 人 (中 間値約 1,700万 人)に なると推計しだ。

入院者数及び死亡者数については、この推計の上限値である約 2,500万 人を

基に、過去に世界で流行したインフルエンザのデータを使用 し、アジアインフ

ルエンザ等を中等度 (致死率 053%)、 スペインインフルエンザを重度 (致死

率 20%)と して、新型インフルエンザの病原性が中等度の場合と重度の場合

の数の上限を推計 した。

中等度の場合では、入院患者数の上限は約 53万 人、死亡者数の上限は約 17

万人となり、重度の場合では、入院患者数の上限は約 200万 人、死亡者数の上

限は約 64万人となつた。なお、これらの推計においては、新型インフルエン

ザワクチンや抗インフルエンザウイルス薬等による介入の影響 (効果)、 現在

の我が国の衛生状況等については考慮されていないことに留意する必要があ

る。

また、全人口の 25%が罹患し、流行が各地域で約 8週間続 くという仮定の

下での入院患者の発生分布の試算を行つたところ、中等度の場合、1日 当たり

の最大入院患者数は 10万 1千人 (流行発生から5週 目)と 推計され、重度の

場合、1日 当たりの最大入院患者数は増加すると推計された。

社会・経済的な影響としては、流行のピークが異なることから地域差や業態

による差があるものの、全国的に、従業員本人の罹患や家族の罹患等により、

従業員の最大 40%程度が欠勤することが想定されるとともに、一部の事業の

第 7回 ヨ
=ロ

ッパィンフルエンザ会議の勧告に基づく

日uAd2 0著者 Meltzerら (2000年 (平 成 12年 ))

流行規模及び被害の想定

‐6-
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休止、物資の不足、物流の停滞等が予想され、経済活動が大幅に縮小する可能

性がある。また、国民生活においては、学校、保育施設等の臨時休業、集会の

自粛等社会活動が縮小するほか、食料品 。生活必需品等が不足するおそれもあ

り、あらゆる場面で様々な影響が出ることが予想される。

藩緊|#訂|IF計,|●11'● |=1峰時最新|1科 1学|■|1見|を踏||えlt見‐置す●||

1職1群|
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新型インフルエンザウイルスの病原性・感染力等が高い場合には、健康被害

は甚大となる。また、保健・医療の分野だけでなく社会全体に影響が及び、社

会・経済活動の縮小・停滞が危1具 される。

このような新型インフルエンザによる影響をできるだけ軽減するため、我が

国としては、新型インフルエンザ対策を国家の危4bl管 理に関わる重要な課題と

位置付け、次の 2点 を主たる目的として対策を講 じていく。

1 感染拡大を可能な限り抑制し、健康被害を最小限にとどめる。

2 社会・経済活動への影響を最小限にとどめる。

新型インフルエンザが発生する前の段階では、対策についても不確定要素が

大きい。過去のインフルエンザのパンデミックの経験等を踏まえると、一つの

対策に偏重して準備を行うことは、大きなリスクを背負うことになりかわない。

そこで、我が国においては、科学的知見に基づき、我が国の地理的な条件、大

都市への人口集中や交通機関の発達度等の社会状況、医療体制、受診行動の特

徴等の国民性も考慮しつつ、各国の対策も視野に入れながら、各種対策を総合

的・効果的に組み合わせてバランスのとれた戦略を目指すこととする。

総合的な戦略とするため、具体的には以下を基本方針とする。
‐> 国だけでなく地方自治体、事業者、個人それぞれが新型インフルエンザ

に備えた必要十分な準備を実施することにより、対策の重層化を図るこ

ととする。【対策推進のための役割分担】      .

レ 複数の分野の対策を組み合わせて実施することで、対策の多面化を図る。

【行動計画の主要 7項 目】

①実施体制
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②サーベイランス・情報収集

③コミュニケーション

④感染拡大抑制

⑤医療

⑥ワクチン

⑦社会・経済機能の維持

> 新型インフルエンザの発生前から、行動計画の策定や、実施体制構築、

人材育成、訓練、普及啓発等の事前準備を周到に行い、発生時には、一

連の流れをもって各段階の状況に応じた適切な対策を講じることとし、

対策の時間的連続性を確立する。【発生段階】

主たる目的を達成するための戦略は以下のとおりであるも

> 主たる目的 1:感染拡大を可能な限り抑制し、健康被害を最小限にとど

める。
・感染拡大を抑えて、流行のピークをなるべく後ろにずらし、医療提

供体制の整備やワクチン製造のための時間を確保する。

・流行のピーク時の規模をなるべく小さくし、入院患者や重症患者の

数をなるべく少なくして医療体制への負荷を軽減するとともに、医

療提供体制の強化を図ることで、必要な患者が適切な医療を受けら

れるようにする。

・適切な医療の提供により、重症者を減らす。

> 主たる目的2:社会 。経済活動への話響を最小限にとどめる。

・地域での感染拡大抑制策により、欠勤者の数を減らす。

・事業継続計画の実施等により、国民の生活を維持するために必要な

社会・経済機能の維持に努める。
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なお、新型インフルエンザの発生の時期や形態についての予測は常に変わり

得ること、新型インフルエンザ対策については随時最新の科学的知見を取 り入

れ見直す必要があること等から、行動計画等については、定期的に、また、適

時適切に修正を行うこととする。

新型インフルエンザは社会全体に影響を及ぼすものであり、その対策におい

ては、国だけでなく地方自治体、医療機関、事業者、個人も重要な役割を担っ

ている。

轟「軽1=ギや‖峯
新型インフルエンザ発生前は、行動計画等を踏まえ、出先機関を含め、

政府一体となった準備を総合的に推進する。各省庁においては、相互に連

携を図りつつ、新型インフルエンザが発生した場合の所管行政分野におけ

る発生段階に応じた具体的な対策をあらかじめ決定しておく。

新型インフルエンザの発生時には、対策全体の基本的な方針を示し、政

府一体となって対策を強力に推進するとともに、各地域での対策の実施主

体となる地方自治体と緊密な連携を図る。

シヽ |1榊が自踏1体:

新型インフルエンザの発生前は、行動計画等を踏まえ、医療の確保、住

民の生活支援等の自らが実施主体となる対策に関し、それぞれの地域の実

情に応じた計画を作成するなど新型インフルエンザの発生に備えた準備を

推進する。

新型インフルエンザの発生時には、口
'|お

11る 1対1策 1全体|め 1基本|||な 1方針
|な砥ギえ1章

=IILJII状
|"|1応||ltl詢1断|を1行|ヽ、対策を強力に推進する。

【都道府県】

都道府県は、感染症法に基づく措置の実施主体として、感染症対策の中

心的な役割を担つており、地域医療体制の確保や感染拡大の抑制に関し主

体的な判断と対応が求められる。また、市区町村と緊密な連携を図り、市

区町村における対策実施を支援するとともに、広域での対応が必要な場合

には市区町村間の調整を行う。

【市区町村】

市区町村は、住民に最も近い行政単位であり、地域住民に対するワクチ

‐12-
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新型インフルエンザによる健康被害を最小限にとどめる観点から、医療

機関は、新型インフルエンザの発生前から、地域医療体制の確保のため、

新型インフルエンザ患者を診療するための院内感染対策や必要となる医療

資器材の確保等の準備を推進することが求められる。また、発生時におい

ても医療提供を確保するため、新型インフルエンザヘの診療体制を含めた、

診療継続計画の策定を進めることが重要である。

新型インフルエンザの発生時には、診療継続計画に基づき、発生状況に

応じて、新型インフルエンザに対する診療体制を強化し、医療を提供する

よう努める。

型インフルエンザの発生前は、すべての事業者において、発生時に備

えて、職場における感染予防や事業の継続のための準備を行うことが求め

られる。特に、社会機能の維持に関わる事業者については、新型インフル

エンザの発生時においても最低限の国民生活を維持する観点から、それぞ

れの社会的使命を果たすことができるよう、事業継続計画の策定などの準

備を積極的に行うことが重要である。

新型インフルエンザの発生時には、すべての事業者は、職場における感

染予防策を実施 し、事業継続に不可欠な重要業務への重点化を行うよう努

め、社会機能の維持に関わる事業者は、事業継続計画を実行 し、その活動

を継続するよう努める。

ンの接種や、住民の生活支援、社会的弱者への支援に関し主体的に対策を

実施することが求められる。対策の実施に当たっては、都道府県や近隣の

市区町村と緊密な連携を図る。

:型目曲

新型インフルエンザの発生前は、新型インフルエンザやその対策等に関

する情報を得て、発生時にとるべき行動を理解 し、通常のインフルエンザ

においても、手洗い・咳エチケット等の個人レベルでの感染予防策を実践

するよう努める。また、発生時に備えて、食料品・生活必需品等の備蓄を

行うことが望ましい。

新型インフルエンザの発生時には、発生の状況や実施されている対策等

についての情報を得て、感染拡大を抑えるための個人レベルでの対策を実

施するよう努める。



ル ″たのIイ すん|

本行動計画は、2つの主たる目的「1 感染拡大を可能な限り抑制し、健康

被害を最小限にとどめる」「2 社会・経済活動への影響を最小限にとどめる」

を達成するための戦略を実現する具体的な対策にういて、「①実施体制」、「②

サーベイランス・情報収集」、「③コミュニケーション」、「④感染拡大抑制」、「⑤

医療」、「⑥ワクチン」、「⑦社会・経済機能の維持」の7項 目に分けて立案して

いる。各項目に含まれる内容を以下に示す。

OII寒雄体制|:

新型インフルエンザは、そのウイルスの病原性・感染力等が高い場合、多数

の国民の生命・健康に甚大な被害を及ぼすほか、社会・経済活動の縮小・停滞

を招くことが危惧されており、国家の危機管理の問題として取り組む必要があ

る。このため、公衆衛生部門と危機管理部門が中心となり、全ての部門が協力

する政府―体となつた取組が求められる。

新型インフルエンザの発生前においては、「新型インフルエンザ及び鳥イン

フルエンザに関する関係省庁対策会議」 (以 下「関係省庁対策会議」という。)

の枠組みを通 じ、事前準備の進捗を確認し、関係省庁における認識の共有を図

るとともに関係省庁間の連携を確保 しながら政府一体となった取組を推進す

る。

各省庁は、各大臣等を本部長とする対策本部等を設置し、相互に連携を図り

つつ、行動計画等を実施するために必要な措置を講ずる。また、中央省庁業務

継続計画を作成し、新型インフルエンザの発生時においても各省庁の重要業務

を継続する体制を整える。特に、厚生労働省においては、平時より、厚生労働

大臣を本部長とする新型インフルエンザ対策推進本部を中心として、新型イン

フルエンザ専門家会議の意見を踏まえつつ、対策の推進を図る。

また、発生前より地方自治体との連携を強化し、発生時に備えた準備を進め

る。さらに、国際機関や諸外国との情報交換や共同研究などを通じ、国際的な

連携の強化を図る。
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新型インフルエンザの発生時には、政府一体となつた対策を強力に推進する

ため、速やかに内閣総理大臣及び全ての国務大臣からなる「新型インフルエン

ザ対策本部」(以下「政府対策本部」という。)を設置する。また、政府対策本

部及び各省庁対策本部が、医療・公衆衛生の専門的・実務的見地からの意見を

聴くため、「新型インフルエンザ専門家諮問委員会」(以下「諮問委員会」とい

う。)を設置する。本諮問委員会は、機動性を確保するため、少人数の委員に

より構成されるものとし、委員については、平時より設置されている厚生労1動

省新型インフルエンザ専門家会議の委員より選定する。

さらに、地方自治体や国際社会との緊密な連携の下に対策を強力に推進する。

(具体的な初動対処は、別添「新型インフルエンザ発生時等における初動対処

要領」参照)

政 府 の 実施体 制 (発生 前〕

:[|■■苗せ
=■

1警   ‐

警
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②■十■ベイ|ランス●情報1収集

新型インフルエンザ対策を適時適切に実施するためには、サーベイランスに

より、いずれの段階においても、新型インフルエンザに関する様々な情報を、

国内外から系統的に収集・分析し判断につなげること、また、サーベイランス

の結果を関係者に迅速かつ定期的に還元することにより、効果的な対策に結び

つけることが重要である。なお、情報を公表する際には、個人情報保護に十分

留意することとする。

未発生期の段階においては、海外での新型インフルエンザの発生をいち早 く

察知すること、海外発生期の段階においては、海外での発生状況、ウイルスの

特徴等について速やかに情報を収集・分析して必要な対策を実施するとともに、

国内での発生をいち早 く探知すること、そして、国内発生早期以降は、各地域

での発生状況を把握 し、必要な対策を実施し、その効果を評価することが必要

「 ′″″.基本オ協′

であり、そのためのサーベイランス体制を確立 し、国内外の情報を速やかに収

集・分析することが重要であるも

1肇体的|■

=株
発郷 崚階がな1遭■●イナカ|■ン|■な|び新型イン

'ル
=ン

サ|の1商|ガ|1対応|する|ため:‐ 1以下の事
=||う

いで常1蒔|サ■|ベイラ|シ|ズを実施
し,|1体需1の権1立

|を 1歯
‐る:|

|■全1国1的な1流行林1瀑

|1章走者反|び死亡者あ
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動向‐

14鍵桑:':ξ鎌鯖11動
耐‐性

また、鳥類、豚におけるインフルエンザウイルスのサーベイランスを行い、

これらの動物の間での発生の動向を把握する。

海外で発生した段階から国内の患者数が少ない段階までは、情報が限られて

いるためサ=ベ イランス体制の強化を図り、積極的な情報収集・分析を行う。

具体的には平時のサーベイランスに加えて以下を実施する。
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‐者に1嗅走した1倍1報収1集に功|り替え|る●

サーベイランスにより把握された流行の開始時期や規模等の情報は、地域に

おける医療提供体制等の確保に活用する◇また、地域で流行するウイルスの亜

型や薬剤耐性等に関する情報や、死亡者を含む重症者の状況に関する情報は、

医療機関における診療に役立てる。

また、未発生期から通常のインフルエンザ及び新型インフルエンザに関する

研究や検疫等の対策の有効性に関する研究を推進 し、研究により得られた科学

的知見を適宜行動計画等に反映させることとする。新型インフルエンザの発生
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時には速やかに、新型インフルエンザ迅速診断キットの有効性や治療の効果等

に関する調査研究を実施し、その成果を対策の検討の際に活用する。
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新型インフルエンザ対策を推進するためには、国家の危機管理に関わる重要

な課題という共通の理解の下に、国だけでなく、地方自治体、事業者、個人の

各々が役割を認識 し、十分な情報を基に判断 し適切な行動をとることが重要で

ある。そのため、対策の全ての段階、分野において、国、地方自治体、事業者、

個人の間でのコミュニケーシヨンが必須である。当ヽ●|lヶ■ジち|シ||:双方向
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④ 感染拡大抑制

新型インフルエンザの感染拡大抑制策は、流行のピークをできるだけ後ろに

ずらすことで体制の整備を図るための時間を確保することにつながる。また、

流行のビーク時の規模をできるだけ小さくすることで、受診患者数を減少させ、

入院患者数を最小限にとどめ、医療体制が対応可能な範囲内におさめることに

つながる。こうした感染拡大抑制策の効果により医療提供体制を維持 し、健康

被害を最小限にとどめるとともに、社会・経済機能を維持することが可能とな

ると期待される。

個人レベル、地域・社会 レベルでの複数の対策を組み合わせて行うが、感染

拡大抑制策には、個人の行動を制限する面や、対策そのものが社会・経済活動

に影響を与える面もあることを踏まえ、対策の効果と影響とを総合的に勘案 し、

新型インフルエンザの病原性・感染力等に関する情報や発生状況の変化に応 じ

て、実施する対策を決定する。実際に対策を実施する際に協力が得られるよう、

発生前から広く周知することも重要である。
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個人レベルでの対策については、手洗い、咳エチケット等の基本的な感染予

防策を実践するよう促すとともに、自らが患者となった場合は感染を広げない

よう配慮するといつた基本的行動の理解促進を図る。

1泄■■t識||ヽル|||■対策●||ヽ■は|■外暴
=麹

■行|,自|1希年|を||1吉|`

畦■連豊書る輩

“

|1難策
=11掏

,に,11義者発
=,峰

11行,自||:鸞●感染疎 =を

輛瓢筆1澪|=●1憮 ililll緯 |1流 |れ1碁|||た 1戦

"1基
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ガ外饉
=朝
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=|111:`ヨ

1様ら拓11

国内での患者発生以降は、個人レベルでの手洗い・咳エチケット等の基本的

な感染予防策の徹底を呼びかけるとともに、次のような対策を実施し、感染拡

大をなるべく押え、流行のピークを遅らせ、流行のピークにおける影響をでき

るだけ小さくすることが重要である。

1)患者数が少ない段階 (発生早期)では、患者を、新たに接触者を増やさ

ない環境下で、適切に治療する。【患者対策】 (「⑤医療」参照)

濃厚接触者に対し、外出自粛を要請すると同時に、必要に応じて抗イン

フルエンザウイルス薬の予防投与と健康観察
6を

行う。これにより、患者

からウイルスの曝露を受けた者が、新たな患者となり、地域内に感染を拡

大させる可能性を低減する。【接触者対策】

患者数が増加した段階 (国 内発生期)で は、患者については重症者のみ

入院とし、その他の患者は在宅療養を基本とする。また、濃厚接触者への

抗インフルエンザウイルス薬の予防投与は中止する。

2)学校、保育施設等では、感染が広がりやすく、また、このような施設で

集団感染が起こった場合、地域流行のきっかけとなる可能性がある。その

ため、発生早期から学校、保育施設等の臨時休業を実施するとともに、各

学校等へ入学試験の延期等を要請する。【学校等の対策】

さらに、発生早期から、集会の自粛要請等の地域対策や、職場における

感染予防策により社会活動における接触の機会を減らす。【社会対策】

r 対策 のェ ムi可無

⑤■医療

医療の提供は、健康被害を最小限にとどめるという目的を達成する上で、不

可欠な要素である。また、健康被害を最小限にとどめることで、社会・経済活

動への影響を最小限にとどめることにもつながる。

新型インフルエンザが大規模にまん延した場合、患者数の大幅な増大が予測

されるが、地域の医療資源 (医療従事者、病床数等)に は制約があることから、

効率的・効果的に医療を提供できる体制を事前に計画しておくことが重要であ

る。特に、地域医療体制の整備に当たつては、協力する医療機関や医療従事者

への具体的支援についての十分な検討が必要である。

新型インフルエンザの国内での発生早期には、患者の治療とともに感染拡大

抑制策としても有効である可能性があることから、感染症法に基づき、新型イ

ンフルエンザ患者等を感染症指定医療機関等に入院させることとする
ア
。この

ため、地域においては、感染症病床の利用計画を事前に策定しておく必要があ

る。また、早期OFll嗜モII新型インラ,|■シーサ1競床像1蘭■る情報,=耐ら‐
れて,ヽる|■と|お らヽ●サ

ー
|‐
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=えで対|ヽ|す|る11ム姜力ヽおる|:|二次感染防止のため、医療機関内においては、新型

インフルエンザに感染している可能性がある者とそれ以外の疾患の患者との

接触を避ける工夫を行う。また、医療従事者はマスク・ガウン等の個人防護具

の使用や健康管理tワ クチンの接種を行い、患者と接触 した際には抗インフル

エンザウイルス薬の予防内服を行う。なお、帰国者・接触者外来等の地域にお

ける医療提供体制については、一般的な広報によるほか|llle自 1者|1姜

“

1者●

談セ|ジタ■ ilほ錢 菌力■ 1停自した.者文|は新型|インホ ーシす憲者|ヽ0無 ‐
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一般の医療機関でも患者が発生するようになつた場合等には、帰国者・接触

者外来を指定 しての診療体制から一般の医療機関で診療する体制に切 り替え、

重症者は入院、軽症者は在宅療養に振 り分けることとする。このため、地域に

おいては、感染症指定医療機関等以外の医療機関や公共施設等で患者を入院・

入所させることができるよう、事前に活用計画を策定しておく必要がある。ま

た、在宅療養の支援体制を整備 しておく必要がある。

1:1きま1:iliI:ξ;苫1蘇群鋭爆種:藁l「
言

なお、抗インフルエンザウイルス薬については、最新の科学的知見、諸外国

における備蓄状況、国内の流通状況等を踏まえ、国・地方自治体において備蓄・

配分、流通調整を行う。

⑥■ワク|チン

ワクチンにより、ウイルスに感染した場合に発症する可能性を低下させ、ま

た、発症した場合に重症化することを防ぐことで、受診患者数を減少させ、入

院患者数や重症患者数を抑え、医療体制が対応可能な範囲内におさめるよう努

めることは、新型インフルエンザによる健康被害や社会・経済活動への影響を

最小限にとどめることにつながる。

新型インフルエンザ対策におけるワクチンについては、役割が異なるプレパ

ンデミックワクチンとバンデミックワクチンの 2種類がある。

バンデミックワクチンは、新型インフルエンザの発生後に新型インフルエン

ザウイルスを基に製造されるものであり全国民への接種を基本とする。このた

め、全国民分のパンデミックワクチンをできるだけ短い期間で製造することが

できるよう研究開発を進める。

「  ′′票FのX′

^:',夕

ヽ

プレパンデミックワクチンは、新型インフルエンザが発生する前の段階で、

鳥インフルエンザウイルス (H5Nl亜型)を基に製造されるものであり、い5Nl

亜型以外のインフルエンザには有効性がなく、また、新型インフルエンザウイ

ルスが H5Nl亜型であつたとしても、バンデミックワクチンと比較すると、そ

の有効性は不確かである。しかしながら、パンデミックワクチンが供給される

までの間、国民の生命を守 り、最低限の生活を維持する観点から、医療従事者

や社会機能の維持に関わる者に対し、プレパンデミックワクチンの接種を行う

必要があるため、プレパンデミックワクチン原液の製造・備蓄を進めることと

する。

発生前から、プレバンデミックワクチン及びバンデミックワクチンの接種が

円滑に行われるよう、国民的議論を踏まえ、接種の対象者や順位のあり方等を

明らかにするとともに、集団的な接種を基本として、法的位置づけ、接種の実

施主体、接種の実施方法等について決定 し、接種体制を構築する。その上で、

新型インフルエンザウイルスの特徴等も踏まえ、発生後に定めるべき事項は速

やかに決定できるよう、決定の方法等を可能な限り事前に定めておく。

さらに、新型インフルエンザ対策全体の中でのワクチンの位置付けや、ワク

チンの種類、有効性 。安全性、供給される時期、供給される量、接種対象者、

接種体制といつた基本的な情報について積極的な情報提供を行い、国民の理解

促進を図る。

⑦ 社会 ,経済機能の維1持

新型インフルエンザが発生すれば、保健 。医療の分野だけでなく、社会全体

に影響が及び、社会 。経済活動の縮小・停滞が危1具 される。このため、国民生

活を維持する観点からは、社会・経済機能の維持のための対策が必要である。

新型インフルエンザ発生前に、各行政機関、事業者においては、新型インフ

ルエンザ発生を想定し、職場における感染予防や事業継続のための計画を策定

し、事業継続に不可欠な重要業務や従業員の勤務体制などをあらかじめ定め、

発生に備えることが必要である。

新型インフルェンザの発生時は、各行政機関、,事業者において、職場におけ

る感染予防策を実施し感染拡大抑制に努めるとともに、事業継続計画を実行し、
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それに応じた活動を維持する。特に、医療従事者及び社会機能の維持に関わる

者等に対しては、活動の継続が社会的に求められているため、ワクチンの接種

等の支援を行う。

「 ′み″の基
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1カ′/

新型インフルエンザ対策は、一連の流れをもって発生の状況に応じた対策を

とる必要があることから、事前の準備を進め、状況の変化に即応 した意思決定

を迅速に行うことができるよう、予め発生の段階を設け、各段階で想定される

状況とその対応戦略を定めることとする。

本行動計画では、新型インフルエンザが発生する前から、海外での発生、国

内での発生、まん延を迎え、小康状態に至るまでを、我が国の実情に応じた戦

略に即して 5つの発生段階に分類した。国全体での各発生段階の移行について

は、WHOのフェーズの引上げ及び引下げを参考としながら、海外や国内での

発生状況を踏まえて、国が判断し公表する。

1箪奎蹴 鶴 1靭鍔斃 編与:搬庁1
織|=お||`発

‐■
=嗜

をあわ●て■
=

暗‐館:潔参翼営鶉錆1,i亀肇籍:::iた
.け。キ崚

<本行動計画の発生段階とWHOの フェーズの対応表>

本行1動
1計

1画
―の発1年1段階 IWHOIのフ|=|■ズ|(1参考)

【前段階】未発生期 フェーズ ¬、 2、 3

【第一段階】海外発生期 フェー ズ 4、 5、 6

【第二段階】国内発生早期

【第二段階】国内発生期

【第四段階】Jヽ康期 後パンデミック期
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<発生段階>

1発 1生段1階 1状‐態

前段階 (未発生期) 新型インフルエンザが発生していない状態

第一段階 (海外発生期)

海外で新型インフルエ

ンザが発生 した状態

国内のいずれかの都道

府県において患者が発

生 しているが、全ての

患者の接触歴を疫学調

査で追える状態

国内のいずれかの都道

府県において患者の接

触歴が疫学調査で追え

なくなつた状態

|(地械未発
=期

)|

各青F導1府 県|||お●ヽて

急者が発1生 |し そいな
い状1態

|“甘発1生単1競
,‐
■

各1熟造1府県||お,ヽそ
患1者 |が1発隼して||ヽる
|●:|●ての1轟者の■|“

藤‐を

'霧

■1調1査ttlえ
‐

る.妖 1態

|(■,発
=効

,|

‐*1感 1楽1拡大|||||～ 1延

‐■1患1者の1減少
各青|="県||お

―
|ヽマ‐

患1者101接 |“1離

"ヽ

痺1学

調1査||1追|え|な |く
|な||

た1状態|

第二段階 (国 内発生早期)

第二段階 (国 内発生期)

第四段階 (小康期 )

患者の発生が減少し、低い水準でとどまってい

る状態

ル ″策イクI不 |ケ′́ ″ ′みそ〆)多

^:″
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く1国及び1地域 |(都道府県)1●お|け |る発生段階>

階

岬
囀

・日

期

階

生

段

発

前

未
筆一段階  葬二段階

海外発生期 圏内発生早期

棗
へ
の
あ

，
薔

第二殺麟
国内発生期

再然期

地域での発生状況は
様々であり、
′地域未発生期から地域
発生早期
・地域発生早期から地域
発生期
の移行は、都遊府県を
単位として判断
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Vl■各段階に|お 1する対策

以下、発生段階ごとに、予想される状況、対策の目標、対策の考え方、主要

7項 目の個別の対策を記載する。

融 ::鍛 確 轟 整
落墓巣雌耀轟‖痛襲φl実施|や|■蒔魏|●キ1薔101方法11● Lh‐clま●造|■●ガイ:ド

'希
■́に員卦1鼎,す|こ|

本行動計画で記載する対策は、病原性・感染力等が高い場合にも対応できる

強力な措置を含めて様々な状況に応 じることができるように、選択肢として示

すものである。実際には、病原性・感染力等のウイルスの特徴、地域の特性、

その他の状況を踏まえ、患者等の人権への配慮や、対策の有効性、実行可能性

及び対策そのものが社会・経済活動に与える影響を総合的に勘案し、本行動計

画で記載するもののうちから実施すべき対策を選択し決定する。

病原性・感染力等に関する情報が限られている場合には、これらが高い場合

を想定した強力な対策を実施するが、情報が得られ次第、適切な対策へと切 り

替えることとする。また、常に対策の必要性を評価し、状況の進展に応じて、

必要性の低下した対策についてはその縮小・中止を図ることとする。

対策の実施・縮小・中止等を決定する際の判断の方法 (判断に必要な情報、

判断の時期、決定プロセス等)については、適宜、ガイ ドライン等に定めるこ

ととする。

レ7-θ ヽ戦鼈 未発生痢

【体制の整備と地方自治体との連携の強化】

・ 国における実施体制を整備・強化するために、初動対応体制の確立や発生時

に備えた中央省庁業務継続計画を策定する。

・ 関係省庁対策会議の枠組を通じて、関係省庁間の連携を確立する。

|■1方1治体1●お●●●動1計画●業務継続計1画等●‐策1走●新1型イレ|,ル|ジ|ザ

対1策に携わる1医績1従事1者や1車||‐家1行政菅等|■養成1等 |を1支
1接す|る11

11地 1方||1治体|と |あ1違1携|を1図る|た
|め||1蒔から|の1情報女1換■1連携1体tlllll確認|ヨ1森

―を実施|す
|る●

・ 都道府県等が自衛隊、警察、消防機関、海上保安機関等と連携を進めるため

の必要な支援を行い、連携体制の確認を行う。        ｀

Ⅵ-0 前段階 未発生期

予想される状況

○新型インフルエンザが発生していない状態。

O海外において、鳥等の動物のインフルエンザウイルスが人に感染する例が散

発的に発生しているが、人から人への持続的な感染はみられていない状況。

対策の日標

¬)発生に備えて体制の整備を行う。

2)国際的な連携の下に発生の早期確認に努める。

対策の考え方

○新型インフルエンザは、いつ発生するか分からないことから、平時から警戒

を怠らず、本行動計画等を踏まえ、地方自治体等との連携を図り、対応体制

の構築や訓練の実施、人材の育成等、事前の準備を推進する。

○新型インフルエンザが発生した場合の対策等に関し、国民全体での認識共

有を図るため、継続的な情報提供を行う。

O海外での新型インフルエンザ発生を早期に察知するため、国際的な連携を

図り、継続的な海外からの情報収集を行う。

O海外での新型インフルエンザ発生を防ぐことにつながる可能性があるため、

鳥等の動物のインフルエンザが多発している国に対して協力・支援を行う。
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【国際間の連携】

・ 新型
′
インフルエンザの発生時に国際機関や諸外国等と速やかに情報共有で

きる体帝1を 整備する。

・ ワクチンや抗インフルエンザウイルス薬等の備蓄・開発等に関する国際的な

連携・協力体制を構築する。

・ 医療従事者や専門家、行政官等の人材育成のために、研修員受入、専門家派

遣、現地における研修等を行う。

・ 新型インフルエンザの発生を想定した諸外国との共同訓練を実施する。

・ 新型インフルエンザ発生時に、国際機関又は発生国からの要請に応 じて派遣

できるよう、疫学、検査、臨床、家畜衛生等からなる海外派遣専門家チーム

を編成する。

・ 国際的な連携強化を含む調査研究を充実する。

・ ウイルス検体の、国際機関 (WHO、 OIE等 )を通 じた国際的な共有のあり方

を検討する。

【情報収集】

・ 新型インフルエンザの対策等に関する国内外の情報を収集する。

> 情報収集源

/ 国際機関 (WHO、 OIE等 )

/ 在外公館

/ 国立感染症研究所

/ 国立大学法人北海道大学        ・

/ 独立行政法人動物衛生研究所

/ 地方自治体

/ 検疫所

【動物におけるインフルエンザに関するサーベイランス】

1//― θ 議亀段鼈 木発夕期

・ 鳥類、豚におけるインフルエンザのサーベイランスを実施する。

【インフルエンザに関する通常のサーベイランス】

・ 人で毎年冬季に流行する通常のインフルエンザについて、指定届出機関 (約

5,000の医療機関)において患者発生の動向を調査し、全国的な流行状況に

ついて把握する。また、指定届出機関の中の約 500の 医療機関において、|ウ|

イルスの三型や薬斉11耐 IⅢ等|を調査|じ tl流行しているウイルスの性状について
把握する。

・ インラ,レ iンザによる.童症者及び1売‐亡者め発生動向を調査tl童 1症花め扶挽

を1巴握する81

: 学秩等におけるインフ|ブ レ
=―

ン|ザ様‐症状によ―る欠席1者

―
の状珈(学級|1学1年1開鎖:

休薇等)を調査ttイ |ン ラフレiジザめ感染拡大を阜期:1繰知する:|

・ インフルエンザウイルスに対する抗体の保有状況の調査により、国民の免疫

の状況を把握する。

【調査研究】

・ 新型インフルエンザの国内発生時に、迅速かつ適切に積極的疫学調査を実施

できるよう、専門家の養成や都道府県との連携等の体制整備を図る。

・ 通常のインフルエンザ及び新型インフルエンザに関する疫学、臨床、基礎研

究や検疫等の対策の有効性に関する研究を推進 し、科学的知見の集積を図る。

【継続的な情報提供】

・ 新型インフルエンザに関する基本的な情報や発生 した場合の対策について、

各種媒体を利用し、継続的に分かりやすい情報提供を行う。

・ 手洗い、咳エチケット等の、通常のインフルエンザに対しても個人レベルで

実施すべき感染予防策の普及を図る。
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【体制整備】

・ コミュニケーシヨンの体制整備として以下を行う。

|‐C熱蠣●い●ちら

^|じ

め1想1菫ltllぎるも101にう|ヽマ●決定|しておて,|

|ヽ1瀾的な錆妻晴講||1裁にめにヽ1警‐蒙壽→′||そか ,|す (継続的11

操鰈け

““

鈴llを構1集
|する.|(広報●当1菅|を ||卜

.とした,|■ |ムの1設置●||
11‐‐■|■||■|■|1者南tl●適時価功|な1情報1共1肴方法の検討等

'I輛ゝ|=鐘ⅢII彙ⅢⅢⅢI手|1反 1応|や必要|||し |てい|る情幸駐をすし緯●:‐ 1東なる.情

報纂藤11活 |か■体11を構築|する.:|

|■1起章における●妹●|=けとなる.Ⅲ白1冷体や関1係機1関等●メ|■′́や竜
話を請鷹墾轟●卜●に

"1能

‐な1嗅

'1緯

1当者F8311ホ,||ライレ|を設|^1素1急

|1庸難署1藻撫||■る|はれを構築す|る●
=|に

イ|シ|||■ |ネ|'|卜■
‐
をIS..し

|た|■,|二:麟 |イll^が●直接

“

|な|力熱 ..の1取 |力lt'情
1義■■0あ,ガを検

討:網‖|

>¨ ‐
～
壽轟

"“

驀森●|IⅢ時

"|に

0なた0●国●|■

'|●

|ツ峯|キ|を餃薫|サ

`準

備を進め|る●■ltill都造|"県●|="|■,1対

|111■ ||,|:七ジ|夕■1を 1設置|す|る準備を1進
|ある■|■要請|す|る●

【対策実施のための準備】

(個人レベルでの対策の普及 )

・ 手洗い、咳エチケット等の基本的な感染予防策の普及を図る。また、自らが

患者となつた場合の対応についての理解促進を図る。

(地域・社会レベルでの対策の周知 )

・ 新型インフルエンザ発生時に実施され得る、患者の濃厚接触者の外出自粛、

学校等の臨時休業、集会の自粛等の、国内での感染拡大をなるべく抑えるた

И―θ 演段階 本発 生期

めの対策について周知を図る。

(衛生資器材等の供給体制の整備)                    ・

・ 衛生資器材等 (消 毒薬、マスク等)の生産・流通・在庫等の状況を把握する

仕組みを確立する。

(入 国者対策の準備 )

・ ,躊 灘 雷 鷺 琳 菫ぎ 暮11難 」聾 墓 隷

'禦

1解『

'|
・ 検疫の強化に伴い感染したおそれの高い者を停留する場合に備え、発生国か

ら来航する航空機・船舶について、検疫法に基づき
8、

その状況に応じて国内

検疫実施場所を指定し、集約化を図ることを検討する。また、集約海空港の

周囲の宿泊施設の確保を進める。

|‐ 摯た01蟹化の際に必1妻
|‐な|る |け療1措置1人菌者|:関する1技‐■前1蓋等‐||||'|ヽ |こ ||

検疫所|‐■‐ガ自始1体その●蘭蘇機蘭0連携‐を―薇イιlナる●

【地域医療体制の整備】

・ 医療体制の確保について具体的なマニ■アル等を提供するなど、日本医師会等

の関係機関と調整し、都道府県等に対し必要な助言等を行うとともに、都道府県

等の体制整備の進捗状況について定期的にフォローアップを行う。

・
蛛 .:I轟:暑震獣艦禦旗籠靭m‐譜驚

8検疫法 (昭 和 22年 6月 6日 法律第 201号 )(以下 「検疫法」 という。)第 14条第 2項
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1舞,,1編鶏孵君ii紙剰黛」諸Mも
【地域発生期の医療の確保】

・ 第二段階の地域発生期に備え、都道府県等に対し、以下を要請する。

> 全ての医療機関に対して、医療機関の特性や規模に応じた診療継続計画

の作成を要請 し、その作成を支援すること。

> 入院医療を提供する医療機関における使用可能な病床数を試算するこ
｀
 と。

> 地域の実情に応じ、感染症指定医療機関等のほか、公的医療機関等 (公

立病院、日赤病院、済生会病院、国立病院、国立大学附属病院、労災病

院等)で入院患者を優先的に受け入れる体制を整備すること。

> 入院治療が必要な新型インフルエンザの患者が増加し、医療機関の収容

能力を超えた場合に備え、公共施設等で医療を提供することについて検

討を行うこと。

> 地域の医療機能維持の観点から、がん医療や透析医療、産科医療等の常

に必要とされる医療を継続するため、原則として新型インフルエンザの

初診患者の診療を行わないこととする医療機関の設定を検討すること。

> 社会福祉施設等の入所施設において、集団感染が発生した場合の医療提

供の方法を検討すること。

・ 大学附属病院に対し、患者対応マニュアルを作成するなど、地域の医療機関

等と連携 しながら、新型インフルエンザの発生に備えた準備を行うよう要請

する。

・ 第二段階の地域発生期においても救急機能を維持するための方策について

検討を進める。また、最初に感染者に接触する可能性のある救急隊員等搬送

従事者のための個人防護具の備蓄を進めるよう各消防本部に要請するとと

もに、必要な支援を行う。

【ガイ ドラインの策定、研修等】

げ―θ 読段階 未発4期

新型インフルエンザの診断、 トリアージを含む治療方針、院内感染対策、患

者の移送等に関するガイ ドラインの策定を行い、医療機関に周知する。

都道府県等と協力し、医療従事者等に対し、国内発生を想定 した研修や訓練

を行う。

【医療資器材の整備】

・ 国及び都道府県等は、必要となる医療資器材 (個人防護具、人工呼吸器等)

をあらかじめ備蓄・整備する。都道府県等に対し、感染症指定医療機関等に

おける必要な医療資器材や増床の余地に関して調査を行つた上、十分な量を

確保するよう、要請する。

【検査体制の整備】

・ 新型インフルエンザに対する迅速診断キットの開発を促進する。

■部道鍵県キ
ー
':温1彗語,IIttJti鰍奮獄,

【医療機関1等

^の

1情報提供体市1の1整備】|

■‐新型|イン

'''=レ

ザ10診断|― 治療11資す|る1情幸に等|を1医療機関及‐び1医療従事者
に通速に1提供‐するた|あ|の体需1を1整‐備する

=

【抗インフルエンザウイルス薬の科学的知見の収集・分析】

・ 抗インフルエンザウイルス薬の効果や薬剤耐性についての研究や情報収集

を行う。

【抗インフルエンザウイルス薬の備蓄】

・ 諸外国における備蓄状況や最新の医学的な知見等を踏まえ、国民の45%に相
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当する量を目標として、抗インフルエンザウイルス薬の備蓄を推進する。

・ 新たな抗インフルエンザウイルス薬について、情報収集を行い、全体の備蓄

割合を検討する。

・ 在外公館における抗インフルエンザウイルス薬の備蓄を進める。

【抗インフルエンザウイルス薬の流通体制の整備】

・ 抗インフルエンザウイルス薬の流通状況を確認し、新型インフルエンザ発生

時に円滑に供給される体制を構築するとともに、医療機関や薬局、医薬品卸

売業者に対し、抗インフルエンザウイルス薬の適正流通を指導する。

【研究開発】

(バンデミックワクチン)

。 新型インフルエンザ発生後、ウイルス株が同定されてから6か月以内に全国

民分のパンデミックワクチンを製造することを目指し、細胞培養法など新し

いワクチン製造法や、経鼻粘膜ワクチン等の投与方法等の研究・開発を促進

するとともに、生産ラインの整備を推進する。

【ワクチン確保・供給体制】

(プ レバンデミックワクチン)

・ パンデミックワクチンの開発・製造には一定の時間がかかるため、それまで

の間の対応として、医療従事者及び社会機能の維持に関わる者に対し、感染

防止策の一つとして、プレバンデミックワクチンの接種を行うこととし、そ

の原液の製造・備蓄を進める。

> ウイルスの遺伝子構造の変異等に伴い、新しい分離ウイルス株の入手

状況に応 じてワクチン製造用候補株の見直しを逐次検討 し、その結果

に即 して製造を行うとともに、プレバンデミックワクチン製造に必要

な新 しい分離ウイルス株の弱毒化やこれに関連する品質管理等を国内

で実施する体制の充実を図る。

17-θ  譲段階 な発 生期

(バ ンデミックワクチン)

,細胞培養法等による製造体制が整備されるまでの間、鶏卵によるパンデミッ

クワクチンの製造体制において可能な限りの生産能力の向上を図る。

・ パンデミックワクチンの審査のあり方について検討を行う。

1全嵐1良1分01ヽジデヽ ,,ウウ:チ |ジ|を自驀■流1遭そ|||る 1体‐tllを1藤集|す
|る11

11細胞‐培養法‐なaガ耕||、製1若法が蘭1発|ぎれ●●国民1分あ′ヽジ|デ |ヽ,ケウ|ケ■
|ンを1自■■送||か,II確

1保する|||い●‐能||な|る|まlti=‐●輸入■|ケ■ンの確保
01基本‐的1者‐え―芳|と |そ|め|フ●|セメ||lt‐ そヽ1走|あ:そ|お|(11

【接種体制の構築】

(プ レバンデミックワクチン)

・ プレパンデミックワクチンの接種の対象となる医療従事者及び社会機能の

維持に関わる者の具体的な範囲や接種順位を策定する。

・ 発生時にプレバンデミッヽクワクチンを速やかに接種する体制を構築する。

(バ ンデミックワクチン)

。 全国民に対し速やかにバンデミックワクチンを接種可能な体制を構築する。

,1/AN‐費||1集||1的 |な1接極|を1行う|||と

―
を1基本|と|けで11法的1位1置|づ1111接 1種 |●

美

“

主1体●集口

"|な

機種■実施基準等|,接
‐積||IⅢ組を1策1走する||

"■

■区町本lilお 1チ |る 1接 1種
1体需||ご||ヽそ:真 1体‐

"|な

|モ デ
'|を

|ホ
ーすな|ど技1術

的|な支‐援|を行う●

>|1蔀 1道府1県 を通10で |ヽ■‐区1町 |十 に対し●地域医1師1会,1事業1者11学漱関係
者1等とlr・ヵ

―
し●‐接llllll携 |わ|る底療1従事著1等ゃ1‐ 1機種01場所●1饉種め1南

|

知|1予 約1方1法1等tl接種の具1体
1的
‐な1実施1芳1法|=|う|‐ そヽ彙|き―

|る |よう1要請
する.どとも,|‐●蔀1遺1着1県

‐
11対 |しltl接積1体11の 1構1築|1当 |た ltl■1颯IEI村

^01支

1擦|を
/fT,よ

'‐
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'|ジ

ザ舞
=1後
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=|‐

決れにた|し,て,,シ
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【情報提供】

・ 新型インフルiンザ対策におけるワクチンの役割や、供給体制・接種体制と

いった基本的な情報について情報提供を行い、国民の理解促進を図る。

【プレバンデミックワクチンの事前接種】

・ プレバンデミックワクチンの有効性・安全性に関する臨床研究等を実施 し、

得られた結果の評価等に基づき、医療従事者及び社会機能の維持に関わる者

に対し、プレバンデミックワクチンを新型インフルエンザの発生前に接種す

ることについて検討を行う。さらに、安全性等の評価を踏まえ、プレパンデ

ミックワクチンの接種を段階的に拡大 していくことついても検討を行う。

・ 事前接種の検討結果を踏まえ、適切に対応する。

【ガイ ドラインには、以下の内容等について、より具体的に記載する】    |

◎ワクチン確保・供給体制の構築にっぃて                 |
Oワ クチンの確保                          |
・国内産ワクチンの確保に向けた事前準備について           |
・輸入ワクチンの確保に向けた事前準備について            |

○ワクチン流通体制の構築                       |
◎接種体制の構築について                        |
O接種対象者の優先順位及びその選定方法への事前準備          |

0接種の実施へ向けた事前準備                     |

【事業継続計画の策定促進】

・ 事業者に対 し、新型インフルエンザの発生に備え、職場における感染予防策

や、事業継続に不可欠な重要業務への重点化について計画を策定する等十分

レγ一θ ″勧 リ メ■が生期

な事前の準備を行うよう要請 し、実施を確認する。特に社会機能の維持に関

わる事業者による事業継続計画の策定を支援する。

【社会的弱者等への支援】

・ 市区町村に対し、第二段階の地域発生期における住民の生活支援や在宅の高

齢者、障害者等の社会的弱者への支援 (見 回 り、介護、訪間看護、訪間診療、

食事提供等 )、 搬送、死亡時の対応等について、対象世帯の把握とともにそ

の具体的手続きを決めておくよう要請する。

【火葬能力等の把握】

・ 都道府県に対し、市区町村と連携 じ、火葬場の火葬能力及び一時的に遺体を

安置できる施設等についての把握・検討を行い、計画を立てておくよう要請

する。
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○海外で新型インフルエンザが発生 した状態。

O国内では患者は発生 していない。

○海外における状況は、発生国・地域が限定的な場合や、流行が複数の国・地

域に拡大 している場合等、様々である。

対‐策の日標

1)国内発生に備えて体制の整備を行う。

2)国内発生の遅延と国内発生の早期発見に努める。

対1策の考え方

○新たに発生したウイルスの病原性や感染力等について十分な情報がない可

能性が高いが、その場合は、病原性・感染力等が高い場合にも対応できるよ

う、強力な措置をとる。

O対策の判断に役立てるため、国際的な連携の下で、海外での発生状況、ウイ

ルスの特徴等に関する積極的な情報収集を行う。

○国内発生 した場合には早期に発見できるよう国内のサーベイランス・情報収

集体制を強化する:

○海外での発生状況について注意喚起するとともに、国内発生に備え、国内発

生した場合の対策について的確な情報提供を行い、地方自治体、事業者、国

民に準備を促す。

○検疫等により、国内発生をできるだけ遅 らせるよう努め、その間に、医療機

関等への情報提供、検査体制の整備、診療体制の確立、社会機能維持のため

の準備、プレバンデミックワクチンの製剤化・接種、パンデミックワクチン

の製造開始等、国内発生に備えた体制整備を急ぐ
`

//― ノ 第二段階 滋″砦4〃

【政府の体制強化】

・ 海外において新型インフルエシザが発生 した疑いがある場合には、内閣危機

管理監が関係省庁と緊急協議を行い、内閣総理大臣に報告するとともに、速

やかに関係省庁対策会議を開催 し、情報の集約・共有・分析を行うとともに、

初動対処方針について協議・決定する。

・ WHOが フェーズ 4の宣言を行つた場合には、内閣総理大臣及び全ての国務

大臣からなる政府対策本音「を設置 し、諮問委員会を開催する。政府対策本部

1/7-′ ″ ‐段″ ′嫁″ガ:争〃

は諮問委員会の意見を踏まえ、入国者対策・在外邦人支援等の初動の基本的

対処方針について協議・決定する。

・ wHOが フェーズ 4の宣言を行っていない場合であつても、海外において新

型インフルエンザが発生した疑いが強く、政府としての対策を総合的かつ強

力に推進する必要があると判断される場合には、必要に応じ、内閣総理大臣

が主宰し、全ての国務大臣が出席する「新型インフルエンザ対策関係閣僚会

議」 (以下「関係閣僚会議」という。)を開催 し、入国者対策・在外邦人支援

等の初動の基本的対処方針について協議 。決定する。

【国際間の連携】

,ワ クチンや抗インフルエンザウイルス薬等の開発等に関する国際的な連携・

協力体制を強化する。 (厚生労働省 )

。 国際機関又は発生国からの要請に応じ、未発生期に編成 した海外派遣専門家

チームの派遣を検討する。

・ 発生国に対しWHOが 行う支援への協力を行う。

・ 国際的な連携強化を含む調査研究を強化する。

【国1際的な1情報1収1集】

・ 海外における新型インフルエンザの発生状況について、国際機関 (WHO、

OIE等)等 を通じて必要な情報を収集するとともに、発生国からの情報収集

を強化する。

> ウイルス株に関する情報

> 疫学情報 (症状、症例定義、致死率等)

> 治療法に関する情報 (抗インフルエンザウイルス薬の有効性等)

【サーベイランス】

・ 引き続き、インフルエンザに関する通常のサーベイランスを実施する。
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国内における新型インフルエンザ患者を早期に発見し、新型インフルエンザ

の特徴の分析を行うため、全ての医師に新型インフルエンザ患者の届け出を

求め、全数把握を開始する。

新型インフルエンザ患者の臨床像を把握するため、入院患者の全数把握を開

始する。

感染拡大を早期に探知するため、学校等でのインフルエンザの集団発生の把

握を強化する。

入国者中の有症者に関する情報を解析 し、推移を把握する。

【調査研究】

・ 新型インフルエンザのウイルス株を入手 した段階で、国民の各年齢層等にお

ける抗体の保有状況の調査を行うなど、対策に必要な調査研究と分析を速や

かに行い、その成果を対策に反映させる。

【情報提供】

・ 国民に対して、海外での発生状況や現在の対策、国内発生した場合に必要と

なる対策等を、対策の決定プロセスや、対策の理由、対策の実施主体を明確

にしながら、テレビ、新聞等のマスメディアの活用を基本としつつ、関係省

庁のホームページ等の複数の媒体・機関を活用し、詳細に分かりやすく、で

きる限り迅速に情報提供し、注意喚起を行う。

・ 国民からコールセンター等に寄せ られる問い合わせや地方自治体や関係機

関等から寄せられる情報の内容を踏まえて、国民や関係機関がどのような情

報を必要としているかを把握 し、再度の情報提供に反映する。

【情報共有】

・ 地方自治体や関係機関等とのインターネッ ト等を活用 したリアルタイムか

つ直接的な双方向の情報共有を行う。

:クーノ 〃 改糧 ,夕 (́ガイツ″

【コールセンターの設置】

・ 都道府県・市区町村に対し、Q&Aギ
=配

布した上、住民からの一般的な問

い合わせに対応できるコールセンターを設置 し、適切な情報提供を行うよう

要請する。

'国民からの相談に応 じるため、国のコールセンターを設置する。

【国内での感染拡大抑制策の準備】

。 国内における新型インフルエンザ患者の発生に備え、都道府県等に対し、以

下を要請する。

> 患者への対応 (治療・隔離)や患者の濃厚接触者等への対応 (外出自粛

要請、健康観察の実施、有症時の対応指導等)の準備を進めること。

> 検疫所から提供される入国者等に関する情報を有効に活用すること。

【渡航に関する注意喚起等】

。新型インフルエンザの発生が疑われる場合には、WHOの フエーズ 4の宣言

前であつても、感染症危険情報を発出し、不要不急の渡航延期を勧告する。

・ WHOが フェーズ 4を宣言 した等、新型インフルエンザの発生が確認された

場合、感染症危険情報を発出し、渡航の延期を勧告する

・ 検疫所は、関係機関と協力して、海外への渡航者に対し、新型インフルエン

ザの発生状況や、個人がとるべき対応に関する情報提供及び注意喚起を行う。

・ 事業者に対し、発生国への出張を避けるよう要請する。

【入国者対策】

・ 海外において新型インフルエンザが発生した疑いがある場合には、関係省庁

対策会議又は関係閣僚会議により決定された初動の基本的対処方針に従い、

入国者対策を開始する。
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(検疫の強化)
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> 検疫所において、全入国者に対 して航空・船舶会社等の協力を得ながら、

入国後に発症 した場合の留意事項を記載 した健康カー ドを配付する。ま

た、発生国からの入国者に対 し、質問票の配付
9及び診察 l。等を実施し、

有症者の隔離'1や感染したおそれの高い者の停留
12等

を行う。質問票等に

より得られた情報は、必要に応じて地方自治体に提供する。

● 濃厚接触者の停留を実施する場合には、厚生労働省の要請に基づき

関係省庁間で協議を行い、海外における発生状況、航空機・船舶の

運航状況等に応じて、集約化を図ることを検討する。|

> 航空機・船舶の長から、検疫所に対して発熱、咳など、健康状態に何ら

かの異状を呈している者が乗つているとの到着前の通報があった場合

には、機内又は船内における有症者対策 (有症者の隔離、有症者のマス

クの着用、有症者へ接触する者の限定等)に ついて、航空・船舶会社を

通じ、対応を指示する。

> 発生国から第二国経由で入国する者に対し、航空・船舶会社等の協力を

得ながら、検疫法に基づく質問票の配付や旅券の出国証印の確認を実施

するなど、発生国での滞在の有無を把握し、検疫の効果を高める。

> 検疫の強化に伴い、検疫所、地方自治体その他関係機関の連携を強化す

る。

> 検疫の強化に伴い、検疫実施空港・港及びその周辺において必要に応じ

た警戒活動等を行う。

9検疫法第 12条
Ю検疫法第 13条
11検疲法第 14条第 1項第 1号
レ検疫法第 14条第 1項第 2号

17-/ 〃 一段″ 海外努生期

(外 国人の入国制限 )

'発生国の在外公館において査証発給を行う際、査証審査の厳格化や査証発給

の停止等の査証措置を行う。

(密入国者対策)

・ 感染者の密入国を防止するため、取締機関相互の連携を強化するとともに、

密入国者の中に感染者又は感染の疑いのある者がいるとの情報を入手し、又

は認めたときは、検疫所等との協力を確保 しつつ、必要な感染防止策を講 じ

た上、所要の手続きをとる。

・ 発生国から到着する航空機・船舶に対する立入検査、す り抜けの防止対策、

出入国審査場や トランジットエリアのパ トロール等の監視取締 りの強化を

行う。

・ 感染者の密入国を防止するため、沿岸部及び海上におけるパ トロール等の警

戒活動を強化する。

(入 国者対策関係者の感染防止策)

・ 入国者対策関係者について、プレパンデミックワクチンの接種のほか、個人

防護具の着用、患者からウイルスの曝露を受けた場合の抗インフルエンザウ

イルス薬の予防投与等の感染防止策を講じる。

(航空機等の運航自粛要請 )

・ 発生国における地域封じ込めや、WHOに よる発生国又はその地域への運航

自粛勧告がなされた場合には、厚生労働省の要請に基づき関係省庁間で協議

を行い、国際的な整合性等に配慮しつつ、航空会社や船舶会社に対し、発生

地域から来航又は発航する航空機・旅客船の運航自粛等を要請することを検

討する。

【在外邦人支援】

・ 発生国に滞在する邦人に対し、感染予防策について周知する。

・ 新型インフルエンザの発生が疑われる場合には、WHOの フエーズ4の宣言

前であつても、在外邦人に対し、退避の可能性を勧告し、今後出国できなく

なる可能性や現地で十分な医療を受けられなくなる可能性、帰国に際しては
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検疫が強化されていることについて情報提供を行う。

海外駐在員や海外出張者がいる事業者に対しては、関係省庁や現地政府から

の情報収集を行いつつ、速やかに帰国させるよう要請する。

定期航空便等の運行停止後、在外邦人について、発生国の状況を踏まえ、帰

国に際しては検疫が強化されていることに留意 しつつ、直ちに代替的帰国手

段の検討を行い、対処方針を決定する。

国内の各学校等に対し、新型インフルエンザの発生国に滞在 している在籍者

に感染予防策を周知徹底するよう要請する。

【新型インフルエンザの症例定義】

・ 新型インフルエンザの症例定義を明確にし、随時修正を行い、関係機関に周

知する。

【医療体制の整備】

・ 者β道府県等に対し、以下を要請する。

|:1彙

=1動
|10'=国 1者|や|1内1患‐者|と 01濃厚1接触1者であらて:発 1熱 1呼 1崚1器

症獄等

`麦

す0も|||ど対1象|どtlt● ll■
1自‐著■接触者外来―を整1備する

=
■ヽ帰輌者1操籠者1外1来

,171・ 10産療1機1門を1新1摯イレ,ル
=シ

|ザω
=1者

が受1診

瀧お1責1諄匡●なるた|め:“章1医籠会101協力|を得‐tt診療体‐詢|を塾1備|する:

> 帰国者・接触者外来を有する医療機関や、その他の医療機関に対し、症

例定義を踏まえ新型インフルエンザの患者又は疑い患者と判断された

場合には、直ちに保健所に連絡するよう要請する。

> 新型インフルエンザが疑われる患者から採取した検体を地方衛生研究

所へ送付し、亜型の検査を行い、確定診断を行う。

【帰国者・接触者相談センターの設置】

:ク ーノ 第一設継 ック笏(発チ〃

・ 都道府県等に対して、以下を要請する。

> ‐lll菌者■接

“

■1精1談|セ |シ

'■

を
―
設置|する●|と,

■ヽ発1生口からOll■●
=■

111=者●0濃摩1艦献著|●おぅて:‐発1熱IⅢ崚幕
症扶等|を1有|するも|^||う |ヽそ:新型|イジラ,|=|,|サ |:1確 1患す|る|た .瞼1性|が

■凛||1患 1者|と大きく菓|な |る|と ,■ |えら|れ |る IF・71ま1帰 1白者1接鷲者1外1来11お

ぃそ1診断|を行う:|´|:た |め コヽ幕自者|‐接触者1彙診相1談||レ

'■

1等 |を通●
て、帰菌1者

‐
|‐ 接11者1外 1来|を蔓診するよう1向Ⅲす|る |こ|と「 |

〔医1療1機関1等|ヽの1情報提供】|

■新型‐イ|ン |ラ,|● |シ |すの1診 1断■治療|1資する1情‐報寺|を●峰1療 1機1関1凛●1医療1従事
者に連逸|1提1供|ず|る|:

【検査体制の整備】

・ ウイルス株の情報に基づき、国立感染症研究所において、新型インフルエン

ザヘのPCR検査体制を確立する。

・ 都道府県等に対し、地方衛生研究所において新型インフルエンザに対する P

CR検査を実施するための技術的支援を行い、検査体制を速やかに整備する

よう要請する。

・ 新型インフルエンザ迅速診断キットの実用化を図る。

【抗インフルエンザウイルス薬の備蓄・使用等】

・ 国及び者「道府県における抗インフルエンザウイルス薬の備蓄量の把握を行

つ。

・著1道‐府県1等|や医療機関●対●●必要な1場
1合に

':1備

蓄‐||た 1抗イ|シ
ー

''|=ジ

|ザ

ウ|イ ,レ |ス 1薬 |を活用して●1患1者の■1居者ヽ1濃庫1接11者:■||1職場1等111ヽる者:

医療‐従1事者1文|は1救
‐急1隊1員等1嶽‐送1従1事1著1寺には■必要に応tlて●抗インラ,レ

=レ
ー
ザう|イ

''ス

葉0111所1嚢与|を行|,よ||1妻請する11

・ 弓|き続き、抗インフルエンザウイルス薬の適正な流通を指導する。
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【ワクチン確保・供給体制】

(プ レバンデミックワクチン)

。 新型インフルエンザ発生後、国家備蓄しているプレバンデミックワクチンの

うち、発生したウイルスに対して有効性が期待できるものについて、直ちに

原液の製剤化を行うよう、ワクチン製造会社に要請する。

(バ ンデミックワクチン)

。新型インフルエンザウイルス株の特定後、鶏卵等の確保ができ次第、パンデ

ミックワクチンの生産を開始するよう、ワクチン製造会社に要請する。通常

のインフルエンザワクチンの生産時期に当たる場合には、製造ラインを直ち

に中断して新型インフルエンザワクチンの製造に切り替える等、生産能力を

可能な限り最大限に活用するよう、ワクチン製造会社に要請するざ

。 新型インフルエンザウイルスの遺伝子構造の変異等に伴い、新しい分離ウイ

ルス株の入手状況に応じてワクチン製造用候補株の見直しを逐次検討し、そ

の結果をワクチン製造会社に指示する。

‐
竜 嚢 計「 ''デ
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・ パンデミックワクチンの承認申請を受けて適切に審査・承認を行う。

【接種体制】

(プ レバンデミックワクチン)

・ ワクチン製造会社による製剤化が済み次第、直ちにプレバンデミックワクチ

ンの接種を決定し、集団的な接種を基本として接種する。

・ 医療従事者及び社会機能の維持に関わる者を対象に、本人の同意を得て接種

を行う。

(バンデミックワクチン)

' ウイルスの特徴を踏まえ、接種の法的位置づけ等について決定する。

17-ノ  第-7均を ,多笏(芳ヤ熱

,都道府県を通 じて、市区町村に、全国民が速やかに接種できるよう、公費で

集団的な接種を行うこと基本として、事前に定めた接種体制に基づき、具体

的な接種体制の準備を進めるよう要請する。

: プレパンデミックワクチンの有効性が認められない場合、まずバンデミック

ワクチンを、医療従事者等を対象に、本人の同意を得て先行的に接種する。

・言〕疑鮮轟‐嚢:轟糞11議震墓鯨施莞‐魂薫鰐11(碧ケ
る11

・ パンデミックワクチンが全国民分製造されるまで一定の期間を要するが、供

給が可能になり次第、集団的な接種を基本として接種を開始する。

> パンデミックワクチンは、地域ごとの発生段階によらず、各都道府県に、

一定のルールに基づき同時に供給する。

> 都道府県・市区町村に対し、接種の周知を図るとともに、関係者の協力

を得て接種を開始するよう要請する。

【情報提供】

・ ワクチンの種類、有効性・安全性、接種対象者、接種体制といつた具体的な

情報について積極的に情報提供を行う。

【モニタリング】

礁酵纂蓮ltti就職六
・ ワクチン接種が終了した段階で、モニタリングに関する総合評価を行 う。

1【ガイドラインには、以下の内容等について、より具体的に記載する】

|◎発生後のワクチン確保・供給について

| ○ワクチンの確保

|  ・国内産ワクチンの確保について             ―

|  ・輸入ワクチンの確保について

1 0ワ クチンの円滑な流通

|◎ワクチン接種の法的位置づけ等について
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○ワクチン接種の法的位置づけ

○実施主体及び費用負担

◎接種の実施について

O接種対象者の優先順位及びその選定方法

○接種の実施

◎ワクチンの有効性・安全性に関するモニタリングについて

○有効性の評価

O副反応報告

◎国民への適切な情報提供について

【事業者の対応】

・ 事業者に対し、発生状況等に関する情報収集に努め、職場における感染予防

策や、事業継続に不可欠な重要業務への重点化の準備を行うよう、要請する。

【遺体の火葬・安置】

・ 都道府県を通じ、市区町村に対し、火葬場の火葬能力の限界を超える事態が

起こうた場合に備え、一時的に遺体を安置できる施設等の確保ができるよう

準備を行うことを要請する。

〃―β ″ I段階 ノ7´発ケ亨〃

11り :

檻蒻脩椰柵担1鉤驀1藉1軋|

1超鮮ざ料14状凛1覇,1鼈
○国内のいずれかの都道府県において患者が発生しているが、全ての患者の接

触歴を疫学調査で追える状態。

○国内でも、地域によって状況が異なる可能性がある。

(地域未発生期)

各者F道府県において患者が発生 していない状態

(地域発生早期)

各都道府県において患者が発生しているが、全ての患者の接触歴

を疫学調査で追える状態

対策の日導i
=着

縛‖‖‖|!1

1)国内での感染拡大をできる限り抑える。

2)患者に適切な医療を提供する。

3)感染拡大に備えた体制の整備を行う。

罰1師極熟漏1甜‖帥‖ⅢⅢ‖Ⅲ‖鮒|‖‖‖|ヨ1患lm漁1墜り1毀111請i‖鷹
○積極的な感染拡大抑制策 (患者の入院勧告、地域全体での学校等の臨時休

業・集会の自粛等)を とることで、流行のピークを遅延させられる可能性が

あるため、果断な対応を行う。

○医療体制や積極的な感染拡大抑制策について周知し、個人一人一人がとるべ

き行動について十分な理解を得るため、国民への積極的な情報提供を行う。

○国内での患者数が少ないため、症状や治療に関する臨床情報が限られている

可能性が高いため、海外での情報収集に加えて、国内での情報をできるだけ

集約し、医療機関等に提供する。

○新型インフルエンザ以外にも、発熱・呼吸器症状等を有し感染 したおそれの

ある者が多数発生することが予想されるため、増大する医療需要への対応を

行うとともに、医療機関での二次感染防止策を実施する。

○第二段階への移行はほぼ不可避と考えられることから、医療提供体制の確

保、社会機能の維持のための準備等、感染拡大に備えた体制の整備を急 ぐ。

○受診患者数を減少させ、入院患者数や重症患者数を抑え、医療提供体制への

負荷を軽減するため、パンデミックワクチンの接種を早期に開始できるよう

準備を急ぎ、バンデミックワクチンが利用可能な場合はできるだけ速やかに

できるだけ多くの国民に接種する。
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【基本的対処方針の決定】

。政府対策本部は、諮問委員会の意見を踏まえ、第二段階に入つたことを宣言

するとともに、対策の基本的対処方針を決定する。

【国際間の連携】

'国内発生情報について、国際保健規則 (IHR)に基づき、wHOへ 通報す

る。

・ WHO、 OI巨等のリフアレンスラボラトリー等とウイルス株の同定・解析

に関して協力を行い、症例定義の決定や情報共有等を行う。

・ワクチンや抗インフルエンザウイルス薬等の開発等に関する国際的な連携、

協力を行う。

【国際的な情報収集】

・ 海外での新型インフルエンザの発生状況や抗インフルエンザウイルス薬や

ワクチンの有効性・安全性等について、国際機関・諸外国等を通じて必要な

情報を収集する。

【サーベイランス】

・ インフルエンザに関する通常のサーベイランスを継続する。第一段階に引き

続き、新型インフルエンザ患者及び入院患者の全数把握、学校等でのインフ

ルエンチの集団発生の把握の強化を実施するが、1諄者議が増加した1歳階では

新摯|レ|,71・レ|,H者凛●1入虎患渤 全藪llB長●●lLII:童症1者凛0売|■

1静に嗅彙!|で

'情

報を
―
収集|す|る●ま|た|■

‐
薇■にお11チ

|る1集|口1発|=10Ⅲ撻0強化
||・ lnt輌轟1輛|'■|^イ|ラレス11豪|||^白■■●1肴症者●1推1移あllEEに

う|い1商|は,IILjち
=|

″-2 第 I段1嘴 /7"発生享〃

・ 国内の発生状況をリアルタイムで把握 し、都道府県に対して、発生状況を迅

速に情報提供し、必要な対策を実施するよう要請する。

【調査研究】

・ 発生した国内患者について、早期には、積極的疫学調査チームを派遣し、感

染経路や感染力、潜伏期等の情報を収集・分析する。

・ 新型インフルエンザ迅速診断キッ トの有効性や治療の効果等に関する調査

研究と分析を速やかに行い、その成果を対策に反映させる。

【情報提供】

・ 国民に対して利用可能なあらゆる媒体・機関を活用し、国内外の発生状況と

具体的な対策等を対策の決定プロセ不や、対策の理由、対策の実施主体とと

もに詳細に分かりやすく、できる限り迅速に情報提供する。

・筆1疑曜籍電る:::ζ電:i野:魏
0編1体業|や1彙会101■■0画 |■で0感業拡大油itlll策■●いて

'の

1時報を適
切に提供|す|る

=|
・ 国民からコールセンター等に寄せられる問い合わせや地方自治体や関係機

関等から寄せられる情報の内容も踏まえて、国民や関係機関がどのような情

報を必要としているかを把握 し、再度の情報提供に反映する。

【情報共有】

・ 地方自治体や関係機関等とのインターネット等を活用 したリアルタイムか

つ直接的な双方向の情報共有を強化し、対策の方針の迅速な伝達と、対策の

現場の状況把握を行う。
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【コールセンターの継続】

・ 者「道府県・市区町村に対し、状況の変化に応 じたQ&Aの改定版を配布し、

コールセンターの継続を要請する。

・ 国のコールセンターを継続する。   ^

【国内での感染拡大抑制策】

・ 都道府県等に対し、地域発生早期となつた場合には、患者への対応 (治療・

隔離)や患者の濃厚接触者の対応 (外出自粛要請、健康観察等)な どの措置

を行うよう要請する。

・ 都道府県等や医療機関等に対し、患者の同居者、濃厚接触者、同じ職場等に

いる者、医療従事者又は救急隊員等搬送従事者等が十分な防御なく曝露した

際には、抗インフルエンザウイルス薬の予防投与を行うよう要請する。

・ 都道府県等や関係機関に対し、病院、高齢者施設等の基礎疾患を有する者が

集まる施設や、多数の者が居住する施設等における感染予防策を強化するよ

う要請する。       
´

‐ⅢⅢI発1生早1翔■|おいて1=●地域全体で積極的な感染拡大卿策を―|る ||とが
葦姜ヽ お

'●

著1造1清1県■に対ttl学 1薇寺‐|1臨■休1業|や集‐会101白1粛‐要請等|の1感

1築拡大齢1葉||1崇1施|1資|す|る1自|■|を示す||||ltllll必 要な場合には、者「道府
県等又は業界団体等に対し、発生地域の住民や関係者に対して次の要請を行

うよう依頼 し、又は直接要請を行う。

> 学校、保育施設等の設置者に対 し、臨時体業及び入学試験の延期等を行

うよう要請する。

> 集会主催者、興行施設等の運営者に対し、活動を自粛するよう要請する。

> 住民、事業所、福祉施設等に対し、手洗い、咳エチケット等を強 く勧奨

する。また、事業所に対 し、新型インフルエンザ様症状の認められた従

業員の出勤停止・受診の勧奨を要請する。

> 事業者に対 し、職場における感染予防策を徹底するよう要請する。

> 公共交通機関等に対し、感染したおそれの高い者へのマスク着用の励行

レ7-′ ′縛」殴1堵 /7″ガタ■熱

の呼びかけなど適切な感染予防策を講ずるよう要請する。

> 特に必要な場合には、住民に対し、可能な限り外出を控えるよう要請す

ることを検討する。

【入国者対策等】

・

:脚 i::1夢 :::A.lJlilil::1潔
戴副鮮茎議 1撼i

・ 渡航者・入国者等への情報提供・注意喚起を継続する。

・ 在外邦人支援を継続する。

・ 感染したおそれのある者に対しては、不要不急の出国を自粛するよう勧告す

る。また、発熱症状等が見られる者がチエックインしようとした場合には拒

否を行うよう、航空会社等に要請する。

【医療体制の整備】

|‐ 者F道府県等に対し、第一段階に引き続き、帰国者・接触者外来における診療

体制を継続するよう、ただし、必要が生|||た 際に|||●帰1国著■接触者1外来を‐

指定●て10診療1体11がら■般の|百療機関■も診藤 ‐る体制に移行|デるよう1

妻1請す|る1‐ |

【患者への対応等】

・ 者F道府県等に対し、以下を要請する。

> 新型インフルエンザと診断された者に対しては、原則として、感染症

法に基づき感染症指定医療機関等に移送
14し

、入院勧告15を
行う。

■ヽ部1造1府1県 1‐

=必
要|と1莉1断t.た場合‐1111地方1衛生1研究所におtヽそ

=1新

型イ

1'検疫法第 18条第 4項及び第 5項 、感染症法第 15条 の 3
14感染症法第 19条 、第 20条及び第 26条
15感染症法第 21条及び第 26条
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> 医療機関の協力を得て、新型インフルエンザ患者の同居者、濃厚接触

者、同じ職場等にいる者、医療従事者又は救急隊員警搬送従事者等が

十分な防御なく曝露 した際には、抗インフルエンザウイルス薬の予防

投与及び有症時の対応を指導する。なお、症状が現れた場合には、感

染症指定医療機関等に移送する。

1疇1篠籠姜|●膚報提供

'|ザ麟 1扉蒙当嘉纂堪票響子叫臆資する輛ギな二療機蒻反

【抗インフルエンザウイルス薬】

・ 第二段階の地域発生期の状況を予測し、引き続き、都道府県等や医療機関に

対し、抗インフルエンザウイルス薬を適切に使用するよう要請するとともに、

患者の濃厚接触者に対し、抗インフルエンザウイルス薬の予防投与を行うよ

う要請する。

・ 引き続き、抗インフルエンザウイルス薬の適正な流通を指導する。

【医療機関・薬局における警戒活動】

・ 医療機関・薬局及びその周辺において、混乱による不測の事態の防止を図る

ため、必要に応 じた警戒活動等を行う。

//-2 弟lI殴幡 /57ア労4夕〃

【事業者の対応】

・ 全国の事業者に対し、職場における感染予防策や、事業継続に不可欠な重要

業務への重点化に向けた取組を開始するよう要請する。

・ 社会機能の維持に関わる事業者に対 し、事業継続 IF向 けた取組を要請する。

【犯罪の予防・取締 り】

・ 混乱に乗じて発生が予想される各種犯罪を防止するため、犯罪情報の集約に

努め、広報啓発活動を推進するとともに、悪質な事犯に対する取締 りを徹底

する。

`第一段階 (海外発生期)の記載を参照。
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イフライン等の事業活動を継続する。また、その他の社会・経済活動をで

きる限 り継続する。

○受診患者数を減少させ、入院患者数や重症患者数を抑え、医療提供体制ヘ

の負荷を軽減するため、パンデミックワクチンの接種を早期に開始できる

よう準備を急ぎ、パンデミックワクチンが利用可能な場合は、できるだけ

速やかにできるだけ多くの国民に接種する。

O状況の進展に応じて、必要性の低下した対策の縮小・中止を図る。

勒
・

曜 驚1爾躙
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・ 政府対策本部は、諮問委員会の意見を踏まえ、国全体として第二段階に入つ

たことを宣言するとともに、対策の基本的対処方針を決定する。

【国際的な情報収集】

・ 海外での新型インフルエンザ等の発生状況や各国の対応について、国際機

関・諸外国等を通じて必要な情報を収集する。

【サーベイランス】

・ インフルエンザに関する通常のサーベイランスを継続する。

・ 引き続き、国内の発生状況をリアルタイムで把握 し、都道府県等に対 して、

発生状況を迅速に情報提供 し、必要な対策を実施するよう要請する。

【調査研究】

・ 引き続き、感染経路や感染力、潜伏期等の情報を収集・分析するほか、新型

インフルエンザ迅速診断キットの有効性や、特に重症の患者の症状・治療法

と転帰等、対策に必要な調査研究と分析を速やかに行い、その成果を対策に

反映させる。

○国内のいずれかの都道府県において患者の接触歴が疫学調査で追えなくな

つた状態。

○感染拡大からまん延、患者の減少にいたる時期を含む。

○国内でも、地域によつて状況が異なる可能性がある。

(地域未発生期 )

各都道府県において患者が発生していない状態

(地域発生早期 )

各都道府県において患者が発生 しているが、全ての患者の接触歴

を疫学調査で追える状態

(地域発生期 )

各都道府県において患者の接触歴が疫学調査で追えなくなつた状

態 (感染拡大からまん延、患者の減少に至る時期を含む。)

1)医療提供体制を維持する。

2)健康被害を最小限にとどめる。

3)社会・経済活動への影響を最小限にとどめる。

○感染拡大を止めることは困難であり、対策の主眼を、早期の積極的な感染

拡大抑制策から被害軽減に切 り替える。ただし、学校等の臨時休業や集会

の自粛といつた一部の感染拡大抑制策を継続 し、感染拡大をなるべ く抑え

るよう努める。

○地域ごとに発生の状況は異なることから、都道府県ごとに実施すべき対策

の判断を行う。

○状況に応じた医療体制や感染拡大抑制策、ワクチン接種、社会・経済活動

の状況等について周知し、個人一人ひとりがとるべき行動について分かり

やすく説明するため、積極的な情報提供を行う。

○流行のピーク時の規模をできるだけ小さくし、入院患者や重症患者の数を

なるべく少なくして医療体制への負荷を軽減する。

O医療提供体制の維持に全力を尽 くし、必要な患者が適切な医療を受けられ

るようにし健康被害を最小限にとどめる。

○欠勤者の増大が予測されるが、最低限の国民生活を維持するため必要なラ



:イ ーθ 第 二段階 け 〃

【情報提供】            ・

。 引き続き、国民に対し、利用可能なあらゆる媒体・機関を活用し、国内外の

発生状況と具体的な対策等を、対策の決定プロセスや、対策の理由、対策の

実施主体とともに詳細に分かりやすく、できる限り迅速に情報提供する。

「
|:i:ii:ill[1:!|:1:ili::;::l:‐

i:|を言:ζ,:

・ 引き続き、国民からコニルセンター等に寄せられる問い合わせや地方自治体

や関係機関等から寄せられる情報の内容も踏まえて、国民や関係機関がどの

ような情報を必要としているかを把握し、再度の情報提供に反映する。

【情報共有】

・ 地方自治体や関係機関等との、インターネット等を活用 したリアルタイムか

つ直接的な双方向の情報共有を継続 し、対策の方針を伝達するとともに、者「

道府県単位での流行や対策の状況を的確に把握する。

【コールセンターの継続】

・ 者「道府県・市区町村に対 し、状況の変化に応じたQ&Aの 改定版を配布し、

コールセンターの継続を要請する。

・ 国のコールセンターを継続する。

【国内での感染拡大抑制策】

・ 都道府県等に対 し、地域発生期となつた場合は、患者の濃厚接触者を特定し

ての措置 (外出自粛要請、健康観察等)は中止するよう要請する。

・ 者「道府県等や医療機関に対 し、地域発生期となつた場合は患者との濃厚接触

1/7-θ 第二段階 諷内発 :省〃

者 (同 居者を除 く。)及び同じ職場等にいる者への抗インフルエンザウイル

ス薬の予防投与を原則として見合わせるよう要請するとともに、患者と同居

する者に対する予防投与については、その効果を評価した上で継続の有無を

決定する。

都道府県等や関係機関に対 し、病院、高齢者施設等の基礎疾患を有する者が

集まる施設や、多数の者が居住する施設等における感染予防策を強化するよ

う要請する。

蔀道府県等に対し:学校等の1臨時休業■1集会の自1粛要請等|の感楽1拡大‐抑市,策

の1実

‐
れ

'1‐

資する自1安 を示すととも|に、|1必要な場合には1都道1府1県 1等
|ヌは1業1界

団体等に対し●住民や関係1者 |:対して1次|の1要1請
―を行うょう依頼||●‐文ぼ直接

美1請 |を 1行
|‐,■特11●地域‐発1生1翔|の|'ち●1流イ|が 1、規模な凛嗜||お|ヽそ|=||■

貯癬 懺 1概績菫:畠謙鑢「認鶏爵堡磁
れを1離るょう要1請する||
>学校、保育施設等の設置者に対し、臨時体業及び入学試験の延期等を行

うよう要請する。

>集会主催者、興行施設等の運営者に対し、活動を自粛するよう要請する。

>住民、事業所、福祉施設等に対し、手洗い・咳エチケットギを強く勧奨

する。また、事業所に対し、新型インフルエンザ様症状の認められた従

業員の出勤停止 :受診の勧奨を要請する。

>事業者に対し、職場における感染予防策を徹底するよう要請する。

>公共交通機関等に対し、感染したおそれの高い者へのマスク着用の励行

の呼びかけなど適切な感染予防策を講ずるよう要請する。

>特に必要な場合には、住民に対し、可能な限り外出を控えるよう要請す

ることを検討する。

,流行がピTク を越えた後には、上記の感染拡大抑制策を縮小する。

【入国者対策等】

・通‐常|1摯疲1体十ⅢI戻す:

・ 国内での発生状況を踏まえつつ、入国者への特別の情報提供を順次縮小する。
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渡航者等への情報提供・注意喚起を継続する。

・ 在外邦人支援を継続する。

【患者への対応等】

。都道府県等に対し、以下を要請する。

(地域発生早期における対応 )

>第 二段階に引き続き、帰国者・接触者外来における診療、患者の入院措

置等を実施する。

>必 要が生 じた際には、帰国者・接触者外来を指定しての診療体制から一

般の医療機関でも診療する体制とする。

(地域発生期における対応 )

>J弔国者・接触者外来、帰国者・接触者相談センター及び、感染症法に基

づく患者の入院措置を中止 し、新型インフルエンザの患者の診療を行わ

ないこととしている医療機関等を除き、原則として全医療機関において

新型インフルエンザの患者の診療を行う。

>入院治療は重症患者を対象とし、それ以外の患者に対しては在宅での療

養を要請するよう、関係機関に周知する。

>入院患者数と病床利用率の状況を確認 し、病床の不足が予演1さ れる場合

には、患者治療のために公共施設等の利用を検討する。公共施設等を利

用 した場合は、流行がピークを越えた後、その状況に応じて、患者を医

療機関に移送する等により順次閉鎖する。

地域発生期となつた場合は患者との濃厚接触者 (同居者を除 く。)及び同

じ職場等にいる者への抗インフルエンザウイルス薬の予防投与を原則と

して見合わせるよう要請するとともに1患者と同居する者に対する予防

投与については、その効果を評価 した上で継続の有無を決定する。

医療機関における人的被害及び医療資器材・医薬品の在庫状況を確認し、

新型インフルエンザやその他の疾患に係る診療が継続されるように調整

箸二段′″ ヽヽ 莞‐省〃

する。

1医療1機1蘭1等|^01僣報提供11

111Fぎ続きltl新摯|インン

'|■

―シザーの1診1断■治1療1資す|る 1情報等を|=療機関凛
‐び1医療1従1事者■1燕1逮11提 1供|する:|

【抗インフルエンザウイルス薬の備蓄・使用】

・ 国及び都道府県における抗インフルエンザウイルス薬の備蓄量の把握を行

う。また、各都道府県の抗インフルエンザウイルス薬の流通状況を調査 し、

患者の発生状況を踏まえ、抗インフルエンザウイルス薬が必要な地域に供給

されているかどうかを確認 し、都道府県の要請等に応じ、国備蓄分を配分す

る等の調整を行う。

【在宅患者への支援】

・ 都道府県及び市区町村に対し、関係団体の協力を得ながら、在宅で療養する

新型インフルエンザ患者への支援 (見回り、訪間看護、訪問診療、食事の提

供、医療機関への移送)や 自宅で死亡した患者への対応を行うよう、要請す

る。

【医療機関・薬局における警戒活動】

・引き続き、医療機関・薬局及びその周辺において、混乱による不測の事態の

防止を図るため、必要に応じた警戒活動等を行う。

・第一段階 (海外発生期)の記載を参照。

-63-
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【事業の縮小・継続】

・ 全国の事業者に対 し、職場における感染予防策を講じ、事業継続に不可欠な

重要業務への重点化を図るよう要請する。

・ 社会機能の維持に関わる事業者に対 し、事業の継続を要請する。

【社会的弱者等への支援】

・ 市区町村に対し、必要に応 じて、住民の生活支援や、在宅の高齢者、障害者

等の社会的弱者への支援 (見回り、介護、訪間看護、訪問診療、食事提供等)、

搬送、死亡時の対応等を行うよう要請する:

【遺体の火葬・安置】

・ 都道府県に対 し、火葬場の経営者に可能な限 り火葬炉を稼働させるよう、

要請する。

・ 都道府県を通じ、市区町村に対し、死亡者が増加し、火葬能力の限界を超え

ることが明らかになった場合には、一時的に遺体を安置する施設等を直ちに

確保するよう要請する。

【犯罪の予防・取締 り】

・ 引き続き、混乱に乗じて発生が予想される各種犯罪を防止するため、犯罪情

報の集約に努め、広報啓発活動を推進するとともに、悪質な事犯に対する取

締 りを徹底する。

//― イ 第四段階 グヽ藤凱

・ 政府対策本部は、諮問委員会の意見を踏まえ、第四段階に入つたことを宣言

する。

,こ れまでの各段階における対策に関する評価を行い、必要に応じ、指針・勧

告等の見直 しを行う。

【国際的な情報収集】

・ 海外での新型インフルエンザの発生状況や各国の対応について、国際機関 `

諸外国等を通じて必要な情報を収集する。

【サーベイランス】

'■

14‐ 1竿
‐四1段階■1)康期

予想.される状況

○患者の発生が減少し、低い水準でとどまつている状態。

○大流行はいつたん終息。

対策の日標

1)社会 :経済機能の回復を図り、流行の第二波に備える。

対‐策の考え1方

○第二波の流行に備えるため、第一波に関する対策の評価を行うとともに、資

器材、医薬品の調達等、第一波による医療提供体制及び社会・経済活動への

影響から早急に回復を図る。

○第一波の終息とともに、第二波発生の可能性やそれに備える必要性について

国民に情報提供する。

○情報収集の継続により、第二波の発生の早期探知に努める。

○第二波の流行による影響を軽減するため、未接種者を対象にバンデミックワ

クチンの接種を進める。
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・ インフルエンザに関する通常のサーベイランスを継続する。                     【入国者対策等】

。再流行を早期に探知するため、学校等でのインフルエンザの集団発生の把握              .海 外での発生状況を踏まえつつ、渡航者等への情報提供・注意喚起を順次縮

を強化する。 ,               小する。

【医療体制】

対 し、以下を要請する。

【情報提供】

:用 し、第一波の              ・ 都道府県等に

フルエンザ発生前の通常の医療体制に戻す。

・ 引諭 ま 田 こ対瞑 調 覗 なあらゆ繊 体・機関な

lす &      >新
型イン

終息と第二波発生の可能性やそれに備える必要性を情報提1,

′ヽる医療資器材や医薬品の確保を行う。
・ 国民からコールセンター等に寄せられた問い合わせや地

誓漏

治体

惧霧携璽             
二 不足してヽ

関等から寄せられた情報の内容を総括し、実施した対策を事

ンザウイルス薬】

二波に向けた見直しを行う。

【抗インフルエ:

|れた新型インフルエンザについての知見を整理し、適正な抗イ・ 国内外で得

:ゥ ィルス薬の使用を含めた治療指針を作成し、都道府県及び医

【情報共有】

り
"イ

ムか     ン刀レエ
試す視

・ 地方自治体や関係機関等とのインターネッ ト等を活用 し

隻 た体制の再整備              療機関に周矢〔

:に 備え、抗インフルエンザウイルス薬の備蓄を行う。

つ直接的な双方向の情報共有の体制を維持し:第二波に備ス

                     .流 行の第二滅
に関する対策の方針を伝達 し、現場での状況を把握する。

【コールセンターの縮小】

・ 状況を見ながら、国のコールセンターを縮小するとともに、都道府県・市区

町村に対しコールセンター縮小を要請する。

・ 第一段階 (海外発生期)の記載を参照。

―
【国内での感染拡大抑制策】

・ 各地域の流行状況を踏まえつつ、都道府県等に対し、学校等の臨時休業や集

会の自粛等の感染拡大抑制策の中止の目安を示す。

・ 全国の事業者に対し、各地域の流行状況を踏まえつつ、事業継続に不可欠な

重要業務への重点化のため、縮小・中止していた業務を再開しても差 し支え

ない旨周知する。

,社会機能の維持に関わる事業者に対し、これまでの被害状況等の確認を要請
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するとともに、流行の第二波に備え、事業を継続 していくことができるよう、

必要な支援を行う。



(男1,恭 1)

新型インフルエンザ発生時等における対処要領

※今後、内閣官房等と調整して作成予定

(男 1,黍 2)

鳥インフルエンザヘの対応

【国内で鳥インフルエンザが人に感染した場合の対応】

・ 速やかに関係省庁対策会議を開催 し、情報の集約・共有・分析を行うととも

に、人への感染拡大防止対策に関する措置について協議・決定する。

【国際間の連携】

・ 家きん等における高病原性鳥インフルエンザの発生や鳥インフルエンザの

人への感染、それらへの対応等の状況について、海外関係機関等との情報交

換を行う。

【情報収集】

・ 鳥インフルエンザに関する国内外の情報を収集する。

> 情報収集源

/ 国際機関 (WHO、 01E、 国連食糧農業機関 (FAO)等 )

/ 在外公館

/ 国立感染症研究所

/ 国立大学法人北海道大学

/ 独立行政法人動物衛生研究所

/ 地方自治体

/ 検疫所

【家きん等における高病原性鳥インフルエンザのサーベイランス】

・ 家きん等におけるインフルエンザのサーベイランスを実施する。

・ 家きん飼養者等からの異常家きんの早期発見・早期通報を徹底する。

-69- ‐70‐



t 渡り鳥の飛来経路や高病原性鳥インフルエンザウイルス保有状況に関する

調査を実施する。

【鳥インフルエンザの人への感染に対するサーベイランス】

・ 鳥インフルエンザによる人への感染について、医師からの届出により全数を

把握する。

【鳥インフルエンザ発生等の場合の情報提供】

`国 内で家きん等に高病原性鳥インフルエンザが発生 した場合や鳥インフル

エンザの人への感染が確認された場合、発生した地方自治体と連携 し、発生

状況及び対策について、国民に積極的な情報提供を行う。

【在外邦人への情報提供】

・ 在外邦人に対し、海外での家きん等における高病原性鳥インフルエンザの発

生状況や鳥インフルエンザの人への感染状況について情報提供、感染予防の

ための注意喚起 (養鶏場や生きた鳥が売られている市場への立入り自粛等)

を行う。

・ 国内の各学校等に対し、鳥インフルエンザの発生国に留学している在籍者に

感染予防策についての周知徹底するよう、要請する。

・ 発生国の日本人学校で、家きん等を飼養している者に対し、家きんと野鳥と

の接触を避けるよう、周知徹底を行う。

【家きん・輸入動物における高病原性鳥インフルエンザの防疫対策】

(国 内での発生予防)

。家きん疾病小委員会において防疫対策を検討するとともに、高病原性鳥イン

フルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針に基づき、対応する。

・ 高病原性鳥インフルエンザ発生国からの入国者の靴底消毒、車両の消毒等を

実施する。 :

・ 国内飼養家きんにおける発生予防対策として、農場段階における人や車両の

消毒、野鳥の侵入防止対策等の衛生管理の徹底を指導する。

・ 高病原性鳥インフルエンザが急速に拡大 し、迅速なまん延防止措置が困難と

なる事態に備えて、緊急接種のための家きん用のワクチンを備蓄する。

・ 高病原性鳥インフルエンザの防疫対策として必要となる資器材 (イ ンフルエ

ンザ迅速診断キット、マスク等)を確保する。

・ 学校・家庭を含めて家きん等を飼養 している者に対して、家きんと野鳥との

接触を避けるよう、周知徹底を行う。

(国 内で発生した場合の対応 )

・ 者F道府県に対して、感染家きん等への防疫措置 (患 畜等の殺処分、周辺農場

の飼養家きん等の移動制限等)に ついて助言することにより、感染拡大を防

止する。

・ 高病原性鳥インフルエンザが急速に拡大 し、迅速なまん延防止措置が困難と

なつた場合には、必要に応じ、家きん用の備蓄ワクチンを使用する。

・ 殺処分羽数が大規模となる等、緊急に対応する必要があり、都道府県による

対応が困難である等やむを得ないと認められる場合には、都道府県からの求

めに応じ、自衛隊の部隊等による支援を行う。

・ 都道府県に対して、農場の従業員、防疫従事者等の感染防御 (ウ イルス学的

検査、マスク・防護服等の使用、予防接種・抗インフルエンザウイルス薬の

予防投与等)に ついて必要な支援及び要請を行う。
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・ 家畜伝染病予防法 (昭和 26年 法律第 166号)に基づく患畜等に対する手当

金に加え、互助基金や融資制度により、影響を受けた農家の経営再開等を支

インフルエンザの感染拡大抑制策】【人における鳥・援する。

・ 発生確認後速やかに感染経路究明チームを立ち上げ、感染源・感染経路に係              (検 疫所における対応 )

る調査を開始する。
・ 検疫所は、鳥インフルエンザ (H5Nl)について、有症者の早期発見に努め

有症者の対応に必要な備品、検査機器等を十分整備 し、検疫法・ 発生情報について、OIEに 通報する。                                るとともに、

・ 防疫措置に伴い、防疫実施地域における必要に応じた警戒活動等を行う。                に基づく診察、健康監視、者「道府県知事への通知等を実施する。

・ ペット鳥取扱業者や、動物園等において、濃厚に鳥と接触する飼育者等に異

常が認められた場合には、健康チェック等を行うよう者「道府県に要請する。             (国 内で鳥インフルエンザが人に感染した場合の対応 )

・ 都道府県等に対 し、必要に応 じて、疫学、臨床等の専門家チームを派遣 し、

積極的疫学調査を実施する。
(輸入動物対策 )

′た場合には、関              '都 道府県等に対し、疫学調査や接触者への対応 (外出自粛の要請、抗インフ
・ 輸入された試 酬 こおいて醜 鳥であつに とが判明

して、崩 Nこ 対      ルエンザウ狗 レ森 の動 牌 、前 時の前 躊 つ 、殖 例拙 場 合
係する自治体と連携 し、追跡調査等を実施する。必要に応 し

                      の対応 (埋 火葬等)等の実施を要請する。し、殺処分等の措置を行うよう指示する。

・ 高病原性鳥インフルエンザの発生国からの生きた鳥類、家きん肉等の輸入を              ・ 鳥インフルエンザ感染が疑われる者 (有症状者)に対 しては、外出自粛を要

請する。停止する。

・ 輸入可能な国 。地域からの鳥類・家きん肉等の輸入に関しては、高病原性鳥              .防 疫措置に伴い、防疫実施地域における必要に応 じた警戒活動等を行う。

り確認するととインフルエンザに係る無病証明等を輸出国衛生証明書に

主する。                  ・ 鳥インフルエンザ感染が疑われる者 (有症状者)に対 しては、出国自粛を要もに、家きん 。家きん肉等は動物検疫を実施 し、侵入を防」

請する。

・ 国内発生情報について、国際保健規則 (IHR)に 基づき、WHOへ 通報す

る。

【国内で鳥インフルエンザが人に感染した場合の医療の提供】

・ 者「道府県等に対し、感染鳥類との接触があり、感染が疑われる患者に対し、

迅速かつ確実な診断を行い、確定診断がされた場合に、適切な感染拡大抑制

策を講じた上で、抗インフルエンザウイルス薬の投与等による治療を行うよ

う、助言する。
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都道府県等に対し、患者の検体を国立感染症研究所へ送付 し、亜型検査、遺

伝子解析等を実施するよう要請する。また、検査方法について、各地方衛生

研究所で実施できるよう情報提供を行う。

者「道府県等に対し、鳥インフルエンザ (H5N¬ )の患者 (疑似症患者を含

む。)について、感染症法に基づき、入院等の措置を講ずるよう要請する。
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(参考資料)

【用 語 解 説】

※アイウエオ順

○ インフルエンザウイルス

インフルエンザウイルスは抗原性の違いから、A型、B型、C型に大きく分

類される。人でのパンデミックを引き起こすのはA型のみである。A型はさら

に、ウイルスの表面にある赤血球凝集素 (HA)と ノイラミニダーゼ (NA)

という、 2つの糖蛋自の抗原性の違いにより亜型に分類される。(いわゆる

^/ソ連型 (HlN¬ )、 A/香 港型 (H3N2)と いうのは、これらの亜型を指し

ている。)

○ 家きん

鶏、あひる、うずら等、家畜として飼養されている鳥。なお、家畜伝染病予防

法における高病原性鳥インフルエンザの対象家畜として、鶏、あひる、うずら、

きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥が指定されている。

O感 染症指定医療機関

感染症法に規定する特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、第

二種感染症指定医療機関及び結核指定医療機関のこと。

*特定感染症指定医療機関 :新感染症の所見がある者又は一類感染症、二類感染症

若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当させる医療機関とし

て厚生労働大臣が指定した病院。

*第一種感染症指定医療機関 :一類感染症、二類感染症又は新型インフルエンザ等

感染症の患者の入院を担当させる医療機関として都道府県知事が指定した病院。

*第二種感染症指定医療機関 :二類感染症又は新型インフル平ンザ等感染症の患者

の入院を担当させる医療機関として都道府県知事が指定した病院。

*結核指定医療機関 :結核患者に対する適正な医療を担当させる医療機関として都

道府県知事が指定した病院若しくは診療所 (こ れらに準ずるものとして政令で

定めるものを含む。)又は薬局。

O感 染症病床

病床は、医療法によつて、T般病床、療養病床、精神病床、感染症病床、結核

病床に区別されている。感染症病床とは、感染症法に規定する新感染症、一類

感染症、二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症などの患者を入院させる

ための病床である。

○ 帰国者・接触者外来

発生国からの帰国者や国内患者との濃厚接触者であつて、発熱・呼吸器症状等

を有するものを対象とした外来。

○ 帰国者・接触者相談センター

発生国から帰国した者又は新型インフルエンザ患者への濃厚接触者であって、

発熱・呼吸器症状等を有する者から、電話で相談を受け、帰国者・接触者外来

に紹介するための相談センター。

○ 抗インフルエンザウイルス薬

インフルエンザウイルスの増殖を特異的に阻害することによつて、インフルエ

ンザの症状を軽減する薬剤。ノイラミニダーゼ阻害剤は抗インフルエンザウイ

ル薬の―つであり、ウイルスの増殖を抑える効果がある。

○ 個人防護具 (PersOnal Protective Equipment: PPE)及 び防護服

エアロゾル、飛沫などの暴露及び偶発的な接種のリスクを最小限にするための

バリアとして装着するマスク、ゴーグル、ガウン、手袋等をいう。病原体の感

染経路や用途 (ス クリーニング、診察、調査、侵襲的処置等)に応 じた適切な

ものを選択する必要がある。

○ サーベイランス

見張り、監視制度という意味。疾患に関して様々な情報を収集して、状況を監

視することを意味する。特に、感染症法に基づいて行われる感染症の発生状況

(患者及び病原体)の把握及び分析のことを示すこともある。

○ 指定届出機関

感染症法に規定する五類感染症のうち厚生労働省令で定めるもの又は二類感

染症、三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の疑似症のうち厚生労1動 省

令で定めるものの発生の状況の届出を担当させる病院又は診療所として、都道

府県知事が指定したもの。

○ 死亡率 (Morta ity Rate)

流行期間中に、その疾病に罹患して死亡 した者の人口当たりの割合。ここでの
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疾病とは、新型インフルエンザを指す。

○ パンデミック

○ 人工呼吸器                                            感染症の世界的大流行。特に新型インフルエンザのパンデミックは、ほとんど

救急時・麻酔使用時等に、患者の肺に空気又は酸素を送つて呼吸を助けるため             の人が新型インフルエンザのウイルスに対する免疫を持つていないため、ウイ

の装置。                                              ルスが人から人へ効率よく感染し、世界中で大きな流行を起こすことを指す。

○ 積極的疫学調査                                         ○ パンデミックワクチン

患者、その家族及びその患者や家族を診察した医療関係者等に対し、質問又は              新型インフルエンザが発生した段階で、出現 した新型インフルエンザウイルス

必要な調査を実施 し、情報を収集 し分析を行うことにより、感染症の発生の状             又はこれと同じ抗原性をもつウイルスを基に製造されるワクチン

況及び動向、その原因を明らかにすること。感染症法第 ¬5条に基づく調査を

ぃぅ。                                              Oプ レパンデミックワクチン
'                                            

新型インフルエンザが発生する前の段階で、新型インフルエンザウイルスに変

○ 致死率(Case Fatality Rate)                                 異する可能性が高い鳥インフルエンザウイルスを基に製造されるワクチン (現

流行期間中に、その疾病に罹患 した者のうち死亡する者の割合。ここでの疾病             在はH5Nコ 亜型を用いて製造 )。

とは、新型インフルエンザを指す。

○ 罹患率 (Attack Rate)

0ト リアージ                                            発病率と同義。流行期間中にその疾病に罹患 した者の人口当た りの発生割合。

災害発生時などに多数の傷病者が発生 した場合に、適切な搬送、治療等を行う              ここでの疾病とは、新型インフルエンザを指す。      |
ために、傷病の緊急度や程度に応じて優先順位をつけること。

O PCR(Polymerase Chaln Reaction:ポ リメラーゼ連鎖反応 )

○ 鳥インフルエンザ                                        DNAを 、その複製に関与する酵素であるポリメラーゼやプライマーを用いて

一般に、A型インフルエンザウイルスを病原体とする鳥の感染症のこと。この             大量に増幅させる方法。ごく微量のDNAで あっても検出が可能なため、病原

うち、家きんに対し高い死亡率を示すものを「高病原性鳥インフルエンザ」と             体の検査に汎用されている。インフルエンザウイルス遺伝子検出の場合は、同

ぃぅ。                                             ウイルスがRNAウ イルスであるため、逆転写酵素 (Reverse Transcriptase)

感染症法においては、鳥インフルエンザの病原体に人が感染した場合、それ             を用いてDNAに 変換した後にPCRを行うRT― PCRが実施されている。

が H5Nl亜型であれば二類感染症、H5Nl亜 型以外であれば四類感染症として扱わ

れる。

現時点では、鳥インフルエンザ (H5Nl)ウ イルスの鳥から人への感染や人から

人への感染は濃厚に接触 した場合に限られているが、このウイルスが人から人

へ効率よく感染する能力を獲得 し新型インフルエンザを引き起こすことが懸念

されている。

O濃 厚接触者

患者と長時間居合わせたなどにより、病原体への感染が疑われる者。インフル

エンザ (Hl Nl)2009の 流行の際には、「新型インフルエンザ (A/Hl Nl)積 極的疫   ｀

学調査実施要綱」でその詳細が記載された。
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